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参考資料

　 　 １ 屋外広告物法 （ 抜粋）

（ 目的）

第二章　 広告物等の制限

（ 広告物の表示等の禁止）

（ 定義）

こ の法律は、 良好な景観を 形成し 、 若し く は風致を 維持し 、 又は公衆に対する 危害を 防止する

ために、 屋外広告物の表示及び屋外広告物を 掲出する 物件の設置並びにこ れら の維持並びに屋

外広告業について、 必要な規制の基準を 定める こ と を 目的と する 。

こ の法律において「 屋外広告物」 と は、 常時又は一定の期間継続し て屋外で公衆に表示さ れる

も のであつて、 看板、 立看板、 はり 紙及びはり 札並びに広告塔、 広告板、 建物その他の工作物

等に掲出さ れ、 又は表示さ れたも の並びにこ れら に類する も のを いう 。

２ 　 こ の法律において「 屋外広告業」 と は、 屋外広告物（ 以下「 広告物」 と いう 。） の表示又は

　 　 広告物を 掲出する 物件（ 以下「 掲出物件」 と いう 。） の設置を 行う 営業を いう 。

都道府県は、 条例で定める と こ ろ によ り 、 良好な景観又は風致を 維持する ために必要がある と 認める

と き は、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止するこ と ができ る。

都市計画法（ 昭和四十三年法律第百号）第二章の規定によ り 定めら れた第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域、 田園住居

地域、 景観地区、 風致地区又は伝統的建造物群保存地区

文化財保護法（ 昭和二十五年法律第二百十四号） 第二十七条又は第七十八条第一項の規定によ

り 指定さ れた建造物の周囲で、 当該都道府県が定める 範囲内にある 地域、 同法第百九条第一項

若し く は第二項又は第百十条第一項の規定によ り 指定さ れ、 又は仮指定さ れた地域及び同法第

百四十三条第二項に規定する 条例の規定によ り 市町村が定める 地域

森林法（ 昭和二十六年法律第二百四十九号） 第二十五条第一項第十一号に掲げる 目的を 達成す

る ため保安林と し て指定さ れた森林のある 地域

道路、 鉄道、 軌道、 索道又はこ れら に接続する 地域で、 良好な景観又は風致を 維持する ために

必要がある も のと し て当該都道府県が指定する も の

公園、 緑地、 古墳又は墓地

前各号に掲げる も ののほか、 当該都道府県が特に指定する 地域又は場所

２ 　 都道府県は、 条例で定めると こ ろ により 、 良好な景観又は風致を維持するために必要が あると 認める

　 　 と き は、 次に掲げる物件に広告物を表示し 、 又は掲出物件を 設置するこ と を 禁止するこ と ができ る。

橋り よ う

街路樹及び路傍樹

銅像及び記念碑

景観法（ 平成十六年法律第百十号） 第十九条第一項の規定によ り 指定さ れた景観重要建造

 物及び同法第二十八条第一項の規定によ り 指定さ れた景観重要樹木

前各号に掲げる も ののほか、 当該都道府県が特に指定する 物件

３ 　 都道府県は、 条例で定める と こ ろ によ り 、 公衆に対する 危害を 防止する ために必要がある

　 　 と 認める と き は、 広告物の表示又は掲出物件の設置を 禁止する こ と ができ る 。
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都道府県は、 条例で定めると こ ろ によ り 、 良好な景観を 形成し 、 若し く は風致を維持し 、 又は公

衆に対する危害を防止する ために必要がある と 認めると き は、 広告物の表示又は掲出物件の設置

（ 前条の規定に基づく 条例によ り その表示又は設置が禁止さ れている も のを 除く 。） について、 都

道府県知事の許可を 受けなければなら ないと する こ と その他必要な制限を する こ と ができ る 。

前条に規定する も ののほか、 都道府県は、 良好な景観を 形成し 、 若し く は風致を 維持し 、 又は公

衆に対する 危害を 防止する ために必要がある と 認める と き は、 条例で、 広告物（ 第三条の規定に

基づく 条例により その表示が禁止さ れているも のを除く 。） の形状、 面積、 色彩、 意匠その他表示

の方法の基準若し く は掲出物件（ 同条の規定に基づく 条例によ り その設置が禁止さ れている も の

を除く 。） の形状その他設置の方法の基準又はこ れら の維持の方法の基準を定めるこ と ができ る。

都道府県知事は、 条例で定める と こ ろ により 、 第三条から 第五条までの規定に基づく 条例に違反し た広

告物を表示し 、 若し く は当該条例に違反し た掲出物件を設置し 、 又はこ れら を管理する者に対し 、 こ れ

ら の表示若し く は設置の停止を命じ 、又は相当の期限を定め、こ れら の除却その他良好な景観を形成し 、

若し く は風致を維持し 、 又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずるこ と ができ る。

２ 　 都道府県知事は、前項の規定による措置を 命じ よう と する場合において、当該広告物を 表示し 、

　 　 若し く は当該掲出物件を 設置し 、 又はこ れら を 管理する者を 過失がなく て確知するこ と ができ

　 　 ないと き は、 こ れら の措置を 自ら 行い、 又はその命じ た者若し く は委任し た者に行わせるこ と

　 　 ができ る。 ただし 、 掲出物件を 除却する場合においては、 条例で定めると こ ろ によ り 、 相当の

　 　 期限を 定め、 こ れを 除却すべき 旨及びその期限までに除却し ないと き は、 自ら 又はその命じ た

　 　 者若し く は委任し た者が除却する旨を 公告し なければなら ない。

３ 　 都道府県知事は、 第一項の規定による措置を命じ た場合において、 その措置を命ぜら れた者

　 　 がその措置を履行し ないと き 、 履行し ても 十分でないと き 、 又は履行し ても 同項の期限まで

　 　 に完了する見込みがないと き は、 行政代執行法（ 昭和二十三年法律第四十三号） 第三条から

　 　 第六条までに定めると こ ろ に従い、 その措置を自ら 行い、 又はその命じ た者若し く は委任し

　 　 た者に行わせ、 その費用を義務者から 徴収するこ と ができ る。

４ 　 都道府県知事は、第三条から 第五条までの規定に基づく 条例（ 以下こ の項において「 条例」 と いう 。）

　 　 に違反し た広告物又は掲出物件が、 はり 紙、 はり 札等（ 容易に取り 外すこ と ができ る状態で工作物

　 　 等に取り 付けら れているはり 札その他こ れに類する広告物を いう 。 以下こ の項において同じ 。）、 広

　 　 告旗（ 容易に移動さ せるこ と ができ る状態で立てら れ、 又は容易に取り 外すこ と ができ る状態で工

　 　 作物等に取り 付けら れている広告の用に供する旗（ こ れを 支える台を 含む。） を いう 。 以下こ の項に

　 　 おいて同じ 。） 又は立看板等（ 容易に移動さ せるこ と ができ る状態で立てら れ、 又は工作物等に立て

　 　 掛けら れている立看板その他こ れに類する広告物又は掲出物件（ こ れら を 支える台を 含む。） を いう 。

　 　 以下こ の項において同じ 。） であると き は、 その違反に係る はり 紙、 はり 札等、 広告旗又は立看板等

　 　 を 自ら 除却し 、 又はその命じ た者若し く は委任し た者に除却さ せるこ と ができ る。 ただし 、 はり 紙

　 　 にあつては第一号に、 はり 札等、 広告旗又は立看板等にあつては次の各号のいずれにも 該当する 場　 　

　 　 合に限る 。

条例で定める 都道府県知事の許可を 受けなければなら ない場合に明ら かに該当すると 認めら れる

にも かかわら ずその許可を 受けないで表示さ れ又は設置さ れている と き 、 条例に適用を除外する

規定が定めら れている 場合にあつては当該規定に明ら かに該当し ないと 認めら れるにも かかわら

ず禁止さ れた場所に表示さ れ又は設置さ れている と き 、 その他条例に明ら かに違反し て表示さ れ

又は設置さ れている と 認めら れる と き 。

管理さ れずに放置さ れている こ と が明ら かなと き 。

（ 広告物の表示等の制限）

（ 広告物の表示の方法等の基準）

（ 違反に対する措置）

第四条

第五条　

第七条　

一　

二
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　 　 2 静岡市屋外広告物条例 （ 抜粋）

広告物又は掲出物件を 表示し 、 又は設置する 者は、 こ の条例の趣旨を 尊重し 、 その表示し 、 又

は設置する 広告物又は掲出物件が、 その形状、 材質、 意匠、 色彩等に関し て周辺の景観と 調和し 、

良好な景観の形成に資する も のと なる よ う 努める と と も に、 その表示し 、 又は設置する 広告物

又は掲出物件を 適切に表示し 、 又は設置し 、 及び管理する よ う 努める も のと する 。  

２ 屋外広告業者（ 第 26 条第１ 項又は第３ 項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう 。 以下 同じ 。）

　 　 は、 その業務を行う に当たっ て、 その表示し 、 又は設置する広告物又は掲出物件が、 こ の条例の

　 　 趣旨に適合し たも のと なるよう 、 広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者（ 以下「 広告主」

　 　 と いう 。） その他の者に対し 、 必要な助言その他の措置を講ずるよう 努めるも のと する。  

３ 　 広告主は、 屋外広告業者に対し 、 広告物又は掲出物件の表示又は設置を 委託する に当たっ

　 　 ては、 その委託に係る 広告物又は掲出物件を こ の条例の定める と こ ろ によ り 表示し 、 又は

　 　 設置する こ と を 求める よ う 努める も のと する 。

（ 目的）

（ 広告物等の設置者等の責務） 

（ 特別規制地域）

次に掲げる 地域又は場所（ 以下「 特別規制地域」 と いう 。） においては、 広告物を 表 示し 、 又

は掲出物件を 設置し てはなら ない。

都市計画法（ 昭和 43 年法律第 100 号）第２ 章の規定によ り 定めら れた第１ 種低層住居専用地域、

第２ 種低層住居専用地域、 風致地区及び緑地保全地区

文化財保護法（ 昭和 25 年法律第 214 号） 第 27 条又は第 78 条第１ 項の規定によ り 指定さ れた

建造物の周囲 50 メ ート ル以内の地域及び同法第 109 条第１ 項若し く は第２ 項又は第 110  条第

１ 項の規定によ り 指定さ れ、 又は仮指定さ れた地域

静岡県文化財保護条例（ 昭和 36 年静岡県条例第 23 号） 第４ 条第１ 項又は第 24 条第１ 項の規

定によ り 指定さ れた建造物の周囲 50 メ ート ル以内の地域及び同条例第 29 条第１ 項の規定によ り

指定さ れた地域

静岡市文化財保護条例（ 平成 15 年静岡市条例第 281 号） 第４ 条第１ 項又は第 24 条第１ 項の

規定によ り 指定さ れた建造物の周囲 50 メ ート ル以内の地域、 同条例第 32 条第１ 項の規定によ

り 指定さ れた地域及び同条例第 43 条第１ 項の規定によ り 決定さ れた地域

森林法（ 昭和 26 年法律第 249 号） 第 25 条第１ 項の規定によ り 指定さ れた保安林（ 同項第 11

号に掲げる 目的を 達成する ために指定さ れたも のに限る 。） のう ち 市長が指定する 区域

高速自動車国道法（ 昭和 32 年法律第 79 号） 第４ 条第１ 項に規定する 高速自動車国道及び全国

新幹線 鉄道整備法（ 昭和 45 年法律第 71 号） 第２ 条に規定する 新幹線鉄道の全区間並びにこ れ

ら 以外の道路及び鉄道の市長が指定する 区間

前号に規定する 区間から 500 メ ート ル以内の地域のう ち 市長が指定する 区域

こ の条例は、 屋外広告物法（ 昭和 24 年法律第 189 号。 以下「 法」 と いう 。） の規定に基づき 、

屋外広告物（ 以下「 広告物」 と いう 。） 及び広告物を 掲出する 物件（ 以下「 掲出物件」 と いう 。）

並びに屋外広告業について必要な規制を 行い、 も っ て良好な景観を 形成し 、 又は風致を 維持す

る と と も に、 公衆に対する 危害の防止を 図る こ と を 目的と する 。

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）

 （ ５ ）

 （ ６ ）

 （ ７ ）

第１ 条

第３ 条 

第２ 条
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（ 禁止物件）

次に掲げる 物件（ 以下「 禁止物件」 と いう 。） には、 広告物を 表示し 、 又は掲出物件 を 設置し

てはなら ない。

橋、 ト ン ネル、 高架構造物、 分離帯及び地下道の昇降口の上屋

石垣、 擁壁その他こ れら に類する も の

街路樹、 路傍樹及び都市の美観風致を 維持する ための樹木の保存に関する 法律（ 昭和 37 年法

律第 142 号） 第２ 条第１ 項の規定によ り 指定さ れた保存樹又は保存樹林

信号機、 道路標識、 道路上の柵、 駒止、 里程標、 カ ーブミ ラ ーその他こ れら に類する も の

パーキン グ・ チケッ ト 発給設備

消火栓、 火災報知機、 望楼及び警鐘台

郵便ポスト 、 電話ボッ ク ス及び路上に設ける 変圧器その他こ れら に類する も の

送電塔、送受信塔、照明塔及び発電用風力設備（ 発電用風力設備自体の高さ が 10m 以下のも のを 除く 。）

煙突

ガスタ ン ク 、 水道タ ン ク その他こ れら に類する も の

銅像、 神仏像、 記念碑その他こ れら に類する も の

景観法（ 平成 16 年法律第 110 号） 第 19 条第１ 項の規定によ り 指定さ れた景観重要建造物及

び同法第 28 条第１ 項の規定によ り 指定さ れた景観重要樹木

２ 　 道路の路面には、 広告物を 表示し てはなら ない。

３ 　  電柱、 街灯柱その他こ れら に類する も のには、 次に掲げる 広告物を 表示し 、 又は掲出物件

　 　 を 設置し てはなら ない。

貼り 紙

貼り 札その他こ れに類する 広告物

広告旗（ 広告の用に供する 旗（ こ れを 支える 台を 含む。） を いう 。）

立看板その他こ れに類する 広告物又は掲出物件（ こ れら を 支える 台を 含む。）

都市公園法（ 昭和 31 年法律第 79 号） 第２ 条第１ 項に規定する 都市公園の区域

官公署、 学校、 図書館、 公会堂、 博物館、 美術館、 体育館、 病院、 公衆便所その他市長が指定

する 公共的建造物及びその敷地

 （ ８ ）

 （ ９ ）

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）

 （ ５ ）

 （ ６ ）

 （ ７ ）

 （ ８ ）

 （ ９ ）

 （ 10）

 （ 11）

 （ 12）

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）

第４ 条 

（ 普通規制地域）

第５ 条　 次に掲げる 地域又は場所のう ち 特別規制地域に含まれない地域又は場所（ 以下「 普通規制地域」

と いう 。） において、広告物を 表示し 、又は掲出物件を 設置し よ う と する と き（ 前条の規定によ り 、

広告物を 表示し 、 又は掲出物件を 設置する こ と が禁止さ れている 場合 を 除く 。） は、 市長の可

を 受けなければなら ない。

都市計画法第５ 条の規定によ り 指定さ れた都市計画区域

道路のう ち 市長が指定する 区間

前号の区間から 500 メ ート ル以内の地域のう ち 市長が指定する 区域

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）
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次に掲げる 広告物又は掲出物件は、 前３ 条の規定にかかわら ず、 こ れを 表示し 、 又は設置する

　こ と ができ る 。

法令の規定によ り 表示し 、 又は設置する 広告物又は掲出物件

国、 地方公共団体その他市長が指定する 公共的団体が公共的目的を も っ て表示し 、 又は設置す

る 広告物又は掲出物件（ 第４ 条第１ 項第３ 号、 第５ 号から 第８ 号まで又は第 11 号 に掲げる 物

件に表示し 、 又は設置する 広告物又は掲出物件及び電柱、 街灯柱その他こ れら に類する も のに

表示し 、 又は設置する 同条第３ 項各号に掲げる 広告物又は掲出物件を 除く 。） で、 規則で定める

基準に適合する も の

公職選挙法（ 昭和 25 年法律第 100 号） によ る 選挙運動のために使用する ポスタ ー、 立札等又

は掲出物件

公益上必要な施設又は物件のう ち 市長が指定する も のに寄贈者名等を 表示する 広告物で、 規則

で定める 基準に適合する も の

水道管、 下水道管、 送電線、 電話線、 ガス管その他の地下に埋設さ れた公共的な施設を 管理す

る ため、 道路の路面に表示する 広告物

避難誘導表示、 海抜表示その他こ れら に類する 防災を 目的と し て表示し 、 又は設置する 広告物

又は掲出物件で、 あら かじ め市長に協議し たも の

災害又は伝染病が発生し たと き 等緊急の必要がある 場合に、 当該災害等への対応のため表示し 、

又は設置する 広告物又は掲出物件

２ 　 次に掲げる 広告物又は掲出物件は、 第３ 条及び前条の規定にかかわら ず、 こ れを 表示し 、 又

　 　 は設置する こ と ができ る 。

自己の氏名、 名称、 店名若し く は商標又は自己の事業若し く は営業の内容を 表示する ため、 自

己の住所又は事業所、 営業所若し く は作業場に表示し 、 又は設置する 広告物又は掲出物件（ 第

４ 項において「 自家広告物等」 と いう 。） で、 規則で定める 基準に適合する も の

前号に掲げる も ののほか、 自己の所有し 、 及び管理する 土地又は物件に、 その所有者 又は管理

者が、 管理上の必要に基づき 表示し 、 又は設置する広告物又は掲出物件で、 規則で定める基準

に適合する も の

工事現場の板塀その他こ れに類する仮囲いに表示さ れる広告物で、 規則で定める基準に適合するも の

冠婚葬祭、 祭礼等のため、 一時的に表示し 、 又は設置する 広告物又は掲出物件

講演会、 展覧会、 音楽会等のため、 その会場の敷地内に表示し 、 又は設置する広告物 又は掲出物件

電車又は乗合自動車に表示さ れる 広告物で、 規則で定める 基準に適合する も の

人、 動物、 車両（ 電車又は乗合自動車を 除く 。）、 船舶等に表示さ れる 広告物

地方公共団体が設置する 公共掲示板に表示する 広告物

町内会、 自治会その他の一定の区域に住所を 有する 者の地縁に基づいて形成さ れた団体が設置

する 掲示板で、 規則で定める 基準に適合する も の及びこ れに表示する 広告物

３ 　 次に掲げる 広告物又は掲出物件は、 第４ 条第１ 項の規定にかかわら ず、 こ れを 表示し 、 又 

　 　 は設置する こ と ができ る 。

第４ 条第１ 項第８ 号から 第 10 号まで又は第 12 号（ 景観重要建造物に限る。） に掲げる 物件に、

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）

（ ５ ）

 （ ６ ）

 （ ７ ）

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）

 （ ５ ）

 （ ６ ）

 （ ７ ）

  （ ８ ）

 （ ９ ）

 （ １ ）

（ 適用除外）

第６ 条　
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その所有者又は管理者が、 自己の氏名、 名称、 店名若し く は商標又は自己の事業若し く は営業

の内容を 表示する ため、 表示し 、 又は設置する 広告物又は掲出物件で、 規則で定める 基準に適

合する も の

第４ 条第１ 項第３ 号に掲げる 物件及び同項第 12 号に規定する 景観重要樹木にその樹名等を 表示

する も ので、 規則で定める 基準に適合する も の

前２ 号に掲げる も ののほか、 第４ 条第１ 項各号に掲げる 物件に、 その所有者又は管理 者が管理

上の必要に基づき 表示する 広告物

４ 　 自家広告物等又は電車若し く は乗合自動車に表示さ れる 広告物で、 第２ 項第１ 号又は第６

　 　 号の規定によ る 規則で定める 基準に適合し ないも のは、 第３ 条の規定にかかわら ず、 市長

　 　 の許可を 受けて、 こ れを 表示し 、 又は設置する こ と ができ る 。

５ 　 道標、 案内図板その他公衆の利便に供する こ と を 目的と する 広告物又は掲出物件は、 第３

　 　 条の規定にかかわら ず、 市長の許可を 受けて、 こ れを 表示し 、 又は設置する こ と ができ る 。

６ 　 第４ 条第３ 項各号に掲げる 広告物で、 規則で定める 営利を 目的と し ないも ののう ち 、 規則

　 　 で定める 基準に適合する も のは、 前条の規定にかかわら ず、 普通規制地域において、 こ れ

　 　 を 表示する こ と ができ る 。

７ 　 表示又は設置の期間が５ 日以内の広告物又は掲出物件で、 規則で定める 基準に適合する も の

　 　 は、 前条の規定にかかわら ず、 普通規制地域において、 こ れを表示し 、 又は設置するこ と ができ る。

８ 　 第４ 条第３ 項各号に掲げる 広告物又は掲出物件で交通事故の捜査、 交通規制等を 目的と す

　 　 る も のと し て規則で定める も のであっ て、 規則で定める 基準に適合する も のは、 第３ 条、

　 　 第４ 条第３ 項及び前条の規定にかかわら ず、 こ れを 表示し 、 又は設置する こ と ができ る 。

９ 　 都市再生特別措置法（ 平成 14 年法律第 22 号） 第 118 条第１ 項に規定する 都市再生推進法人 　 　 　

　 　 その他地域の活動に貢献するも のと し て市長が指定する も のが、 その活動区域内に表示し 、 又は

　 　 設置する 広告物又は掲出物件で、 その広告物又は掲出物件によ る収入を も っ て当該区域の公共空

　 　 間等における 公共的取組と し て規則で定める も のに要する 費用の全部又は一部に充てる も のは、

　 　 第３ 条並びに第４ 条第１ 項（ 第３ 号、 第５ 号、 第６ 号、 第８ 号及び第 11 号を除く 。） 及び第２ 項

　 　 の規定にかかわら ず、 市長の許可を 受けて、 こ れを表示し 、 又は設置する こ と ができ る 。

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 

（ 禁止広告物等）

 第 9 条 次に掲げる 広告物又は掲出物件は、 表示し 、 又は設置し てはなら ない。

著し く 破損し 、 又は老朽し たも の

倒壊又は落下のおそれがある も の

信号機、 道路標識等に類似し 、 又はこ れら の効用を 妨げる も の

交通の安全を 阻害する も の

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）

（ 許可の申請）

第10 条 第５ 条又は第６ 条第４ 項、 第５ 項若し く は第９ 項の許可を 受けよ う と する 者は、 規則で定める

と こ ろ によ り 、 次に掲げる 事項を 記載し た申請書を 市長に提出し なければなら ない。

氏名及び住所（ 法人にあっ ては、 その名称、 代表者の氏名及び主たる 事務所の所在 地）

広告物又は掲出物件の種類

広告物を 表示し 、 又は掲出物件を 設置する 場所

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）
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参考資料

表示の内容

形状、 面積、 材料及び構造

色彩、 意匠その他表示の方法

前各号に掲げる も ののほか、 規則で定める 事項

 ２  前項の申請書には、 次に掲げる 図書を 添付し なければな ら ない。 ただし 、 第４ 条第３ 項各

号に掲げる 広告物又は掲出物件については、 その一部を 省略する こ と ができ る 。  

案内図

仕様書及び設計図

色彩及び意匠を 表す図面

前３ 号に掲げる も ののほか、 規則で定める も の

市長は、 第５ 条又は第６ 条第４ 項、 第５ 項若し く は第９ 項の許可の申請に係る 広告物の表示又

は掲出物件の設置が規則で定める 基準に適合し ている と 認める と き は、 第５ 条又は 第６ 条第４

項、 第５ 項若し く は第９ 項の許可を し なければなら ない。

市長は、 第５ 条又は第６ 条第４ 項、 第５ 項若し く は第９ 項の許可には、 良好な景観を 形成し 、

若し く は風致を 維持し 、 又は公衆に対する 危害を 防止する ために必要な限度において 、 条件を

付する こ と ができ る 。

第５ 条又は第６ 条第４ 項、 第５ 項若し く は第９ 項の許可の期間は、 ２ 年以内と する 。 ただし 、

第４ 条第３ 項各号に掲げる 広告物又は掲出物件については 30 日以内と し 、 堅牢ろ う な広告物又

は掲出物件で規則で定める も のについては３ 年以内と する こ と ができ る 。

２ 　 市長は、 許可の期間が満了する 前に申請があっ た場合は、 当該許可の期間を 更新する こ と  

    　 がで き る 。

３ 　 第１ 項の規定は、 前項の規定によ る 許可の期間の更新について準用する 。

第５ 条又は第６ 条第４ 項、 第５ 項若し く は第９ 項の許可を 受けた者は、 当該許可に係る 広告物

又は掲出物件を 変更し 、 又は改造し よ う と する と き は、 規則で定める と こ ろ によ り 、 市長の許

可を 受けなければなら ない。 ただし 、 その変更又は改造が規則で定める 軽微な  も のである と き

は、 こ の限り でない。

 ２ 　 第 11 条及び第 12 条の規定は、 前項の許可について準用する 。

第５ 条又は第６ 条第４ 項、 第５ 項若し く は第９ 項の許可を 受けた者は、 当該許可に係る 広告物

又は掲出物件に規則で定める 許可の証票を  貼ち よ う  付し なければなら ない。 ただし 、 規 則で

定める 許可の証印を 受けたも のについては、 こ の限り でない。

（ 許可の基準）

（ 許可の条件）

（ 許可の期間）

（ 変更等の許可）

（ 許可の表示）

第11 条

第12 条

第13 条

第14 条

第16 条

 （ ４ ）

 （ ５ ）

 （ ６ ）

 （ ７ ）

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）
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広告物を 表示し 、 若し く は掲出物件を 設置し 、 又はこ れら を 管理する 者は、 こ れら に関し 補修

その他必要な管理を 怠ら ないよ う にし 、 良好な状態に保持し なければなら ない。

第 22 条 市長は、 第５ 条又は第６ 条第４ 項、 第５ 項若し く は第９ 項の許可を 受けた者が次の各

号のいずれかに該当する と き は、 その許可を 取り 消すこ と ができ る 。

第 12 条（ 第 14 条第２ 項において準用する 場合を 含む。） の許可の条件に違反し たと き 。

第 14 条第１ 項の規定に違反し たと き 。

第 20 条第１ 項の規定によ る 市長の命令に違反し たと き 。

虚偽その他不正の手段によ り 許可を 受けたと き 。

市長は、 屋外広告業者に対し 、 良好な景観を 形成し 、 若し く は風致を 維持し 、 又は公衆に対す

る 危害を 防止する ために必要な指導、 助言及び勧告を 行う こ と ができ る 。

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）

（ 管理義務）

（ 許可の取消し ）

第17 条

第17 条

（ 屋外広告業者に対する指導、 助言及び勧告）

第29 条



95

参考資料

（ 特別規制地域の区分）

（ 普通規制地域の区分）

（ 許可の申請）

第２ 条

第 3 条

第 10 条

　 　 ３ 静岡市屋外広告物条例施行規則 （ 抜粋）

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）

 （ ５ ）

 　

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

条例第３ 条の特別規制地域について条例第６ 条第１ 項から 第３ 項まで及び条例第 11 条に規定

する 規則で定める 基準を 定める 場合においては、 地域の特性に応じ た規制を 行う ため、 特別規

制地域を 第１ 種特別規制地域及び第２ 種特別規制地域に区分する も のと する 。

２ 　 第１ 種特別規制地域は、 条例第３ 条第１ 号から 第５ 号までに規定する 区域と する 。

３ 　 第２ 種特別規制地域は、 第１ 種特別規制地域以外の特別規制地域の区域と する 。

条例第５ 条の普通規制地域について条例第６ 条第１ 項から 第３ 項まで及び第６ 項並びに条例第

11 条に規定する 規則で定める 基準を 定める 場合においては、 地域の特性に応じ た規制を 行う た

め、 普通規制地域を 第１ 種普通規制地域及び第２ 種普通規制地域に区分する も のと する 。

２ 　 第１ 種普通規制地域は、 第２ 種普通規制地域以外の普通規制地域の区域と する 。

３ 　 第２ 種普通規制地域は次に掲げる 区域と する 。

都市計画法（ 昭和 43 年法律第 100 号） 第２ 章の規定によ り 定めら れた商業地域

都市計画法第２ 章の規定によ り 定めら れた近隣商業地域のう ち 市長が指定する 区域

条例第 10 条第１ 項の申請書は、 屋外広告物許可申請書（ 様式第１ 号の２ ） と する 。

２ 　 条例第 10 条第１ 項第７ 号の規則で定める 事項は、 次に掲げる 事項と する 。

広告物の表示又は掲出物件の設置の期間

工事施工者の氏名又は名称及び住所又は主たる 事務所の所在地並びに工事施工者が屋外広告業

者である 場合にあっ ては、 その者の屋外広告業登録証又は特例屋外広告業届出済証の番号

工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日

３ 　 条例第 10 条第２ 項第４ 号の規則で定める 図書は、 次に掲げる 図書と する 。

広告物を 表示し 、 又は掲出物件を 設置する 場所が他人の所有又は管理に属する と き は、 その所

有者又は管理者の承諾を 証する 書面又はその写し

広告物を 表示し 、 又は掲出物件を 設置する 場所の周辺の状況を 示すカ ラ ー写真

道標若し く は案内図板（ 以下「 案内図板等」 と いう 。） を 表示し 、 又は設置する 場所が特別規制

地域に属する と き は、 その表示し 、 又は設置する 場所から 、 当該案内図板等によ り 誘導する 場

所（ 以下「 案内対象」 と いう 。） までの経路を 確認する こ と ができ る 図書

条例第６ 条第９ 項の規定によ る 許可を 受けよ う と する 者にあっ ては、 公共的取組の内容及び当

該取組に係る 資金計画が記載さ れた図書

前各号に掲げる も ののほか、 市長が必要がある と 認める 図書

４ 　 市長は、 条例第 10 条第１ 項の規定によ る 申請を 許可し たと き は、 屋外広告物表示・ 設置

　 　 許可書（ 様式第２ 号） を 申請者に交付する 。（ 平 17 規則 51・ 平 18 規則 105・ 平 24 規則

　 　 20・ 平 26 規則１ ・ 平 28 規則 84・ 令４ 規則 31・ 一部改正）
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（ 許可の基準）

第 11 条

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）

 （ ５ ）

 （ ６ ）

 （ ７ ）

 （ １ ）

 （ ２ ）

 （ ３ ）

 （ ４ ）

条例第 11 条の規則で定める 基準は、 別表第２ のと おり と する 。

別表第２ （ 第 11 条関係） （ 平 17 規則 51 ・ 平 1 8 規則 1 05 ・ 平 2 3 規則 7 7 ・ 平 2 4 規則

6 1 ・ 平 26 規則１ ・ 平 2 8 規則 8 4 ・ 令４ 規則 31 ・ 一部改正）

共通基準

 １ 　 蛍光塗料は、 保安上必要なも のを 除き 使用し ないも のである こ と 。

著し く 汚染し 、 退色し 、 又は塗料のはく 離し たも のでないも のである こ と 。

裏面、 側面及び脚部は、 美観を 損なわないも のである こ と 。

電飾設備を 有する も のにあっ ては、 昼間においても 美観を 損なわないも のである こ と 。

構造は、 地震、 風雨等によ り 破損し 、 落下し 、 又は倒壊する おそれのないも のである こ と 。

交通の妨害と なる よ う な位置に表示し 、 又は設置し ないも のである こ と 。

信号機、 道路標識その他の公共の用に供する工作物の効用を妨げるよう なも のでないこ と 。

個別基準

   2 条例第５ 条の基準

※静岡市ホームページに掲載さ れている静岡市屋外広告物条例施行規則の別表第 2 を ご確認く ださ い。

条例第６ 条第４ 項の基準

※静岡市ホームページに掲載さ れている静岡市屋外広告物条例施行規則の別表第 2 を ご確認く ださ い。

条例第６ 条第５ 項の基準

※静岡市ホームページに掲載さ れている静岡市屋外広告物条例施行規則の別表第 2 を ご確認く ださ い。

条例第６ 条第９ 項の基準

※静岡市ホームページに掲載さ れている静岡市屋外広告物条例施行規則の別表第 2 を ご確認く ださ い。

３ 　 こ の表の１ 及び２ の基準に適合し な い広告物又は掲出物件にあっ て は、 こ れら を 表示し 、

又は設置する 特別の必要があり 、 かつ、 良好な景観を 形成し 、 又は風致を 維持する と と も に、

公衆に対する 危害を 防止する う えで支障のないも のである こ と  
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こ の法律において次の各号に掲げる 用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める と こ ろ によ る 。

建築物　 土地に定着する 工作物のう ち 、 屋根及び柱若し く は壁を 有する も の（ こ れに類する 構

造のも のを 含む。）、 こ れに附属する 門若し く は塀、 観覧のための工作物又は地下若し く は高架

の工作物内に設ける 事務所、 店舗、 興行場、 倉庫その他こ れら に類する 施設（ 鉄道及び軌道の

線路敷地内の運転保安に関する 施設並びに跨線橋、 プラ ッ ト ホームの上家、 貯蔵槽その他こ れ

ら に類する 施設を 除く 。） を いい、 建築設備を 含むも のと する 。

特殊建築物　 学校（ 専修学校及び各種学校を 含む。 以下同様と する 。）、 体育館、 病院、 劇場、

観覧場、 集会場、 展示場、 百貨店、 市場、 ダン スホール、 遊技場、 公衆浴場、 旅館、 共同住宅、

寄宿舎、 下宿、 工場、 倉庫、 自動車車庫、 危険物の貯蔵場、 と 畜場、 火葬場、 汚物処理場その

他こ れら に類する 用途に供する 建築物を いう 。

建築設備　 建築物に設ける 電気、 ガス、 給水、 排水、 換気、 暖房、 冷房、 消火、 排煙若し く は

汚物処理の設備又は煙突、 昇降機若し く は避雷針を いう 。

居室　 居住、執務、作業、集会、娯楽その他こ れら に類する目的のために継続的に使用する室をいう 。

主要構造部　 壁、柱、床、はり 、屋根又は階段を いい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、

付け柱、 揚げ床、 最下階の床、 回り 舞台の床、 小ばり 、 ひさ し 、 局部的な小階段、 屋外階段そ

の他こ れら に類する 建築物の部分を 除く も のと する 。

延焼のおそれのある 部分　 隣地境界線、 道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物（ 延べ面

積の合計が五百平方メ ート ル以内の建築物は、 一の建築物と みなす。） 相互の外壁間の中心線

（ ロ において「 隣地境界線等」 と いう 。） から 、 一階にあつては三メ ート ル以下、 二階以上にあ

つては五メ ート ル以下の距離にある 建築物の部分を いう 。 ただし 、 次のイ 又はロ のいずれかに

該当する 部分を 除く 。

防火上有効な公園、 広場、 川その他の空地又は水面、 耐火構造の壁その他こ れら に類する も の

に面する 部分

建築物の外壁面と 隣地境界線等と の角度に応じ て 、 当該建築物の周囲において発生する 通常の

火災時における 火熱によ り 燃焼する おそれのないも のと し て国土交通大臣が定める 部分

耐火構造　 壁、 柱、 床その他の建築物の部分の構造のう ち 、 耐火性能（ 通常の火災が終了する

までの間当該火災によ る 建築物の倒壊及び延焼を 防止する ために当該建築物の部分に必要と さ

れる 性能を いう 。） に関し て政令で定める 技術的基準に適合する 鉄筋コ ン ク リ ート 造、 れんが

造その他の構造で、 国土交通大臣が定めた構造方法を 用いる も の又は国土交通大臣の認定を 受

けたも のを いう 。

準耐火構造　 壁、 柱、 床その他の建築物の部分の構造のう ち 、 準耐火性能（ 通常の火災によ る

延焼を 抑制する ために当該建築物の部分に必要と さ れる 性能を いう 。 第九号の三ロ において同

じ 。） に関し て政令で定める 技術的基準に適合する も ので、 国土交通大臣が定めた構造方法を

用いる も の又は国土交通大臣の認定を 受けたも のを いう 。

防火構造　 建築物の外壁又は軒裏の構造のう ち 、 防火性能（ 建築物の周囲において発生する 通

常の火災によ る 延焼を 抑制する ために当該外壁又は軒裏に必要と さ れる 性能を いう。） に関し

て政令で定める 技術的基準に適合する 鉄網モルタ ル塗、 し つく い塗その他の構造で、 国土交通

大臣が定めた構造方法を 用いる も の又は国土交通大臣の認定を 受けたも のを いう 。

　 　 ４ 建築基準法 （ 抜粋）

（ 許可の申請）

第二条　

一　

二　

三　

四　

五　

六　

イ

ロ

　 七　

七の二

八
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不燃材料　 建築材料のう ち 、 不燃性能（ 通常の火災時における 火熱によ り 燃焼し ないこ と その

他の政令で定める 性能を いう 。） に関し て政令で定める 技術的基準に適合する も ので、 国土交通

大臣が定めたも の又は国土交通大臣の認定を 受けたも のを いう 。

耐火建築物　 次に掲げる 基準に適合する 建築物を いう 。

その主要構造部が（ １ ） 又は（ ２ ） のいずれかに該当する こ と 。

（ １ ）　 耐火構造である こ と 。

（ ２ ）　 次に掲げる 性能（ 外壁以外の主要構造部にあつては、（ ｉ ） に掲げる 性能に限る 。） に関　

　 　 　 し て政令で定める 技術的基準に適合する も のである こ と 。

（ ｉ ）　 当該建築物の構造、 建築設備及び用途に応じ て屋内において発生が予測さ れる 火災によ

　 　 　 る 火熱に当該火災が終了する まで耐える こ と 。

（ ｉ ｉ ）　 当該建築物の周囲において発生する 通常の火災によ る 火熱に当該火災が終了する まで

　 　 　 耐える こ と 。

その外壁の開口部で延焼のおそれのある 部分に、 防火戸その他の政令で定める 防火設備（ その

構造が遮炎性能（ 通常の火災時における 火炎を 有効に遮る ために防火設備に必要と さ れる 性能

を いう 。 第二十七条第一項において同じ 。）に関し て政令で定める 技術的基準に適合する も ので、

国土交通大臣が定めた構造方法を 用いる も の又は国土交通大臣の認定を 受けたも のに限る 。） を

有する こ と 。

準耐火建築物　 耐火建築物以外の建築物で 、 イ 又はロ のいずれかに該当し 、 外壁の開口部で延

焼のおそれのある 部分に前号ロ に規定する 防火設備を 有する も のを いう 。

主要構造部を 準耐火構造と し たも の

イ に掲げる 建築物以外の建築物であつて 、 イ に掲げる も のと 同等の準耐火性能を 有する も のと

し て主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める 技術的基準に適合する も の

設計　 建築士法（ 昭和二十五年法律第二百二号） 第二条第六項に規定する 設計を いう 。

工事監理者　 建築士法第二条第八項に規定する 工事監理を する 者を いう 。

設計図書　 建築物、 その敷地又は第八十八条第一項から 第三項までに規定する 工作物に関する

工事用の図面（ 現寸図その他こ れに類する も のを 除く 。） 及び仕様書を いう 。

建築　 建築物を 新築し 、 増築し 、 改築し 、 又は移転する こ と を いう 。

大規模の修繕　 建築物の主要構造部の一種以上について行う 過半の修繕を いう 。

大規模の模様替　 建築物の主要構造部の一種以上について行う 過半の模様替を いう 。

建築主　 建築物に関する 工事の請負契約の注文者又は請負契約によ ら ないで自ら その工事を す

る 者を いう 。

設計者　 その者の責任において 、 設計図書を 作成し た者を いい、 建築士法第二十条の二第三項

又は第二十条の三第三項の規定によ り 建築物が構造関係規定（ 同法第二十条の二第二項に規定

する 構造関係規定を いう 。 第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ 。） 又は設備

関係規定（ 同法第二十条の三第二項に規定する 設備関係規定を いう 。 第五条の六第三項及び第

六条第三項第三号において同じ 。） に適合する こ と を 確認し た構造設計一級建築士（ 同法第十条

の三第四項に規定する 構造設計一級建築士を いう 。 第五条の六第二項及び第六条第三項第二号

において同じ 。） 又は設備設計一級建築士（ 同法第十条の三第四項に規定する 設備設計一級建築

士を いう 。 第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ 。） を 含むも のと する 。

九

九の二

　 イ

　 ロ

九の三

　 イ

　 ロ

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七
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工事施工者　 建築物、 その敷地若し く は第八十八条第一項から 第三項までに規定する 工作物に

関する 工事の請負人又は請負契約によ ら ないで自ら こ れら の工事を する 者を いう 。

都市計画　 都市計画法（ 昭和四十三年法律第百号） 第四条第一項に規定する 都市計画を いう 。

都市計画区域又は準都市計画区域　 それぞれ、 都市計画法第四条第二項に規定する 都市計画区

域又は準都市計画区域を いう 。

第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第二種中高

層住居専用地域、 第一種住居地域、 第二種住居地域、 準住居地域、 田園住居地域、 近隣商業地

域、 商業地域、 準工業地域、 工業地域、 工業専用地域、 特別用途地区、 特定用途制限地域、 特

例容積率適用地区、 高層住居誘導地区、 高度地区、 高度利用地区、 特定街区、 都市再生特別地区、

居住環境向上用途誘導地区、 特定用途誘導地区、 防火地域、 準防火地域、 特定防災街区整備地

区又は景観地区　 それぞれ、 都市計画法第八条第一項第一号から 第六号までに掲げる 第一種低

層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専

用地域、 第一種住居地域、 第二種住居地域、 準住居地域、 田園住居地域、 近隣商業地域、 商業

地域、 準工業地域、 工業地域、 工業専用地域、 特別用途地区、 特定用途制限地域、 特例容積率

適用地区、 高層住居誘導地区、 高度地区、 高度利用地区、 特定街区、 都市再生特別地区、 居住

環境向上用途誘導地区、 特定用途誘導地区、 防火地域、 準防火地域、 特定防災街区整備地区又

は景観地区を いう 。

地区計画　 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる 地区計画を いう 。

地区整備計画　 都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる 地区整備計画を いう 。

防災街区整備地区計画　 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる 防災街区整備地区計画

を いう 。

特定建築物地区整備計画　 密集市街地における 防災街区の整備の促進に関する 法律（ 平成九年

法律第四十九号。 以下「 密集市街地整備法」 と いう 。） 第三十二条第二項第一号に規定する 特定

建築物地区整備計画を いう 。

防災街区整備地区整備計画　 密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する 防災街区整

備地区整備計画を いう 。

史的風致維持向上地区計画　 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる 歴史的風致維持向

上地区計画を いう 。

歴史的風致維持向上地区整備計画　 地域における 歴史的風致の維持及び向上に関する 法律（ 平

成二十年法律第四十号。 以下「 地域歴史的風致法」 と いう 。） 第三十一条第二項第一号に規定す

る 歴史的風致維持向上地区整備計画を いう 。

沿道地区計画　 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる 沿道地区計画を いう 。

沿道地区整備計画　 幹線道路の沿道の整備に関する 法律（ 昭和五十五年法律第三十四号。以下「 沿

道整備法」 と いう 。） 第九条第二項第一号に掲げる 沿道地区整備計画を いう 。

集落地区計画　 都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる 集落地区計画を いう 。

集落地区整備計画　 集落地域整備法（ 昭和六十二年法律第六十三号） 第五条第三項に規定する

集落地区整備計画を いう 。

地区計画等　 都市計画法第四条第九項に規定する 地区計画等を いう 。

プ ロ グラ ム　 電子計算機に対する 指令であつて 、 一の結果を 得る こ と ができ る よ う に組み合わ

さ れたも のを いう 。

十八　

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五 

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四
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特定行政庁　 建築主事を 置く 市町村の区域については当該市町村の長を いい 、 その他の市町村

の区域については都道府県知事を いう 。 ただし 、 第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第

一項の規定によ り 建築主事を 置く 市町村の区域内の政令で定める 建築物については、 都道府県

知事と する 。

建築主は、 第一号から 第三号までに掲げる 建築物を 建築し よ う と する 場合（ 増築し よ う と する

場合においては、 建築物が増築後において第一号から 第三号までに掲げる 規模のも のと なる 場

合を 含む。）、 こ れら の建築物の大規模の修繕若し く は大規模の模様替を し よ う と する 場合又は

第四号に掲げる 建築物を 建築し よ う と する 場合においては、 当該工事に着手する 前に、 その計

画が建築基準関係規定（ こ の法律並びにこ れに基づく 命令及び条例の規定（ 以下「 建築基準法

令の規定」 と いう 。） その他建築物の敷地、 構造又は建築設備に関する 法律並びにこ れに基づく

命令及び条例の規定で政令で定める も のを いう 。 以下同じ 。） に適合する も のである こ と につい

て、 確認の申請書を 提出し て建築主事の確認を 受け、 確認済証の交付を 受けなければなら ない。

当該確認を 受けた建築物の計画の変更（ 国土交通省令で定める 軽微な変更を 除く 。） を し て、 第

一号から 第三号までに掲げる 建築物を 建築し よ う と する 場合（ 増築し よ う と する 場合において

は、 建築物が増築後において 第一号から 第三号ま で に掲げる 規模のも のと な る 場合を 含む。）、

こ れら の建築物の大規模の修繕若し く は大規模の模様替を し よ う と する 場合又は第四号に掲げ

る 建築物を 建築し よ う と する 場合も 、 同様と する 。

別表第一（ い） 欄に掲げる 用途に供する 特殊建築物で 、 その用途に供する 部分の床面積の合計

が二百平方メ ート ルを 超える も の

木造の建築物で三以上の階数を 有し 、 又は延べ面積が五百平方メ ート ル、 高さ が十三メ ート ル

若し く は軒の高さ が九メ ート ルを 超える も の

木造以外の建築物で二以上の階数を 有し 、 又は延べ面積が二百平方メ ート ルを 超える も の

前三号に掲げる 建築物を 除く ほか、 都市計画区域若し く は準都市計画区域（ いずれも 都道府県

知事が都道府県都市計画審議会の意見を 聴いて 指定する 区域を 除く 。） 若し く は景観法（ 平成

十六年法律第百十号） 第七十四条第一項の準景観地区（ 市町村長が指定する 区域を 除く 。） 内又

は都道府県知事が関係市町村の意見を 聴いてその区域の全部若し く は一部について指定する 区

域内における 建築物

前項の規定は、 防火地域及び準防火地域外において建築物を 増築し 、 改築し 、 又は移転し よ う

と する 場合で、 その増築、 改築又は移転に係る 部分の床面積の合計が十平方メ ート ル以内であ

る と き については、 適用し ない。

建築主事は、 第一項の申請書が提出さ れた場合において 、 その計画が次の各号のいずれかに該

当する と き は、 当該申請書を 受理する こ と ができ ない。

建築士法第三条第一項、 第三条の二第一項、 第三条の三第一項、 第二十条の二第一項若し く は第

二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく 条例の規定に違反する と き 。

構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を 行

つた場合において、 当該建築物が構造関係規定に適合する こ と を 構造設計一級建築士が確認し

た構造設計によ る も のでないと き 。

設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を 行

つた場合において、 当該建築物が設備関係規定に適合する こ と を 設備設計一級建築士が確認し

た設備設計によ る も のでないと き 。

建築主事は、 第一項の申請書を 受理し た場合においては、 同項第一号から 第三号までに係る も

三十五

　 　 　

　 　 　 　 　 　

一　

二　

三　

四

２

３ 　

一　

二　

三　

４ 　

（ 建築物の建築等に関する申請及び確認）

第六条
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のにあつてはその受理し た日から 三十五日以内に 、 同項第四号に係る も のにあつてはその受理

し た日から 七日以内に、 申請に係る 建築物の計画が建築基準関係規定に適合する かどう かを 審

査し 、 審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合する こ と を 確認し たと き は、 当該申請者

に確認済証を 交付し なければなら ない。

建築主事は、 前項の場合において、 申請に係る 建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適

合性判定を 要する も のである と き は、 建築主から 同条第七項の適合判定通知書又はその写し の

提出を 受けた場合に限り 、 第一項の規定によ る 確認を する こ と ができ る 。

建築主事は、 第四項の場合（ 申請に係る 建築物の計画が第六条の三第一項の特定構造計算基準

（ 第二十条第一項第二号イ の政令で定める 基準に従つた構造計算で同号イ に規定する 方法によ る

も のによ つて確かめら れる 安全性を 有する こ と に係る 部分に限る 。） に適合する かどう かを 審査

する 場合その他国土交通省令で定める 場合に限る 。） において、 第四項の期間内に当該申請者に

第一項の確認済証を 交付する こ と ができ ない合理的な理由がある と き は、 三十五日の範囲内に

おいて、 第四項の期間を 延長する こ と ができ る 。 こ の場合においては、 その旨及びその延長す

る 期間並びにその期間を 延長する 理由を 記載し た通知書を 同項の期間内に当該申請者に交付し

なければなら ない。

建築主事は、 第四項の場合において 、 申請に係る 建築物の計画が建築基準関係規定に適合し な

いこ と を 認めたと き 、 又は建築基準関係規定に適合する かどう かを 決定する こ と ができ ない正

当な理由がある と き は、 その旨及びその理由を 記載し た通知書を 同項の期間（ 前項の規定によ

り 第四項の期間を 延長し た場合にあつては、 当該延長後の期間） 内に当該申請者に交付し なけ

ればなら ない。

第一項の確認済証の交付を 受けた後でなければ、 同項の建築物の建築、 大規模の修繕又は大規

模の模様替の工事は、 する こ と ができ ない。

第一項の規定によ る 確認の申請書、 同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様式は、

国土交通省令で定める 。

第二章　 建築物の敷地、 構造及び建築設備

（ 建築材料の品質）

建築物の基礎、 主要構造部その他安全上、 防火上又は衛生上重要である 政令で定める 部分に

使用する 木材、 鋼材、 コ ン ク リ ート その他の建築材料と し て国土交通大臣が定める も の（ 以

下こ の条において「 指定建築材料」 と いう 。） は、 次の各号のいずれかに該当する も のでな

ければなら ない。

その品質が、 指定建築材料ごと に国土交通大臣の指定する 日本産業規格又は日本農林規格に

適合する も の

前号に掲げる も ののほか、 指定建築材料ごと に国土交通大臣が定める 安全上、 防火上又は衛

生上必要な品質に関する 技術的基準に適合する も のである こ と について国土交通大臣の認定

を 受けたも の

都市計画区域等における 建築物の敷地、 構造、 建築設備及び用途

防火地域及び準防火地域

防火地域内にある 看板、 広告塔、 装飾塔その他こ れら に類する 工作物で 、 建築物の屋上に設

ける も の又は高さ 三メ ート ルを 超える も のは、 その主要な部分を 不燃材料で造り 、 又は覆わ

なければなら ない。

５ 　

６ 　

７

８ 　

９ 　 　

第三十七条

一　

二　

第三章　

第五節　

第六十四条

（ 看板等の防火措置）
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次の各号のいずれかに該当する 者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する 。

第六条第一項（ 第八十七条第一項、 第八十七条の四又は第八十八条第一項若し く は第二項に

おいて準用する 場合を 含む。）、 第七条の六第一項（ 第八十七条の四又は第八十八条第二項に

おいて準用する 場合を 含む。） 又は第六十八条の十九第二項（ 第八十八条第一項において準

用する 場合を 含む。） の規定に違反し た者

第六条第八項（ 第八十七条の四又は第八十八条第一項若し く は第二項において準用する 場合

を 含む。） 又は第七条の三第六項（ 第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場

合を含む。） の規定に違反し た場合における当該建築物、 工作物又は建築設備の工事施工者

第七条第二項若し く は第三項（ こ れら の規定を 第八十七条の四又は第八十八条第一項若し く

は第二項において準用する 場合を 含む。） 又は第七条の三第二項若し く は第三項（ こ れら の

規定を 第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する 場合を 含む。） の期限内に第

七条第一項（ 第八十七条の四又は第八十八条第一項若し く は第二項において準用する 場合を

含む。） 又は第七条の三第一項（ 第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する 場

合を 含む。） の規定によ る 申請を せず、 又は虚偽の申請を し た者

第九条第十項後段（ 第八十八条第一項から 第三項まで又は第九十条第三項において準用する

場合を 含む。）、 第十条第二項若し く は第三項（ こ れら の規定を 第八十八条第一項又は第三項

において準用する 場合を 含む。）、 第十一条第一項（ 第八十八条第一項から 第三項までにおい

て準用する 場合を 含む。） 又は第九十条の二第一項の規定によ る 特定行政庁又は建築監視員

の命令に違反し た者

第十二条第五項（ 第一号に係る 部分に限る。） 又は第十五条の二第一項（ こ れら の規定を 第

八十八条第一項から 第三項まで において 準用する 場合を 含む。） の規定によ る 報告を せず、

又は虚偽の報告を し た者

第十二条第六項又は第十五条の二第一項（ こ れら の規定を 第八十八条第一項から 第三項までに

おいて準用する場合を 含む。） の規定による物件の提出をせず、 又は虚偽の物件の提出を し た者

第十二条第七項又は第十五条の二第一項（ こ れら の規定を 第八十八条第一項から 第三項まで

において準用する 場合を 含む。） の規定によ る 検査若し く は試験を 拒み、 妨げ、 若し く は忌

避し 、 又は質問に対し て答弁せず、 若し く は虚偽の答弁を し た者

第二十条（ 第一項第四号に係る 部分に限る。）、 第二十二条第一項、 第二十三条、 第二十五条、

第二十八条第三項、 第二十八条の二（ 第八十八条第一項において準用する 場合を 含む。）、 第

三十二条（ 第八十八条第一項において準用する 場合を 含む。）、 第三十三条（ 第八十八条第一項

において準用する 場合を 含む。）、 第三十四条第一項（ 第八十八条第一項において準用する 場合

を 含む。）、 第三十四条第二項、 第三十五条の三、 第三十七条（ 第八十八条第一項において準用

する 場合を 含む。）、 第六十一条、 第六十二条、 第六十四条、 第六十七条第一項又は第八十八条

第一項において準用する 第二十条の規定に違反し た場合における 当該建築物、 工作物又は建築

設備の設計者（ 設計図書に記載さ れた認定建築材料等の全部又は一部と し て当該認定建築材料

等の全部又は一部と 異なる 建築材料又は建築物の部分を 引き 渡し た場合においては当該建築材

料又は建築物の部分を 引き 渡し た者、 設計図書を 用いないで工事を 施工し 、 又は設計図書に従

わないで工事を 施工し た場合（ 設計図書に記載さ れた認定建築材料等と 異なる 建築材料又は建

築物の部分を 引き 渡さ れた場合において、 当該建築材料又は建築物の部分を 使用し て工事を 施

工し た場合を 除く 。） においては当該建築物、 工作物又は建築設備の工事施工者）

第三十六条（ 消火設備、 避雷設備及び給水、 排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙

突及び昇降機の構造に係る 部分に限り 、 第八十八条第一項において準用する 場合を 含む。）

第九十九条

一

二　

三

四

五　

六　

七　

八　

九

第七章　 罰則
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の規定に基づく 政令の規定に違反し た場合における 当該建築物、 工作物又は建築設備の設計

者（ 設計図書に記載さ れた認定建築材料等の全部又は一部と し て当該認定建築材料等の全部

又は一部と 異なる 建築材料又は建築物の部分を 引き 渡し た場合においては当該建築材料又は

建築物の部分を 引き 渡し た者、 設計図書を 用いないで工事を 施工し 、 又は設計図書に従わな

いで工事を 施工し た場合（ 設計図書に記載さ れた認定建築材料等と 異なる 建築材料又は建築

物の部分を 引き 渡さ れた場合において 、 当該建築材料又は建築物の部分を 使用し て工事を 施

工し た場合を除く 。）

においては当該建築物、 工作物又は建築設備の工事施工者）

第七十七条の八第一項（ 第七十七条の十七の二第二項において準用する 場合を 含む。） の規

定に違反し て、 その職務に関し て知り 得た秘密を 漏ら し た者

第七十七条の八第二項（ 第七十七条の十七の二第二項において準用する 場合を 含む。） の規

定に違反し て、 事前に建築基準適合判定資格者検定若し く は構造計算適合判定資格者検定の

問題を 漏ら し 、 又は不正の採点を し た者

第七十七条の二十五第一項、 第七十七条の三十五の十第一項又は第七十七条の四十三第一項

（ 第七十七条の五十六第二項において準用する 場合を 含む。） の規定に違反し て、 その職務に

関し て知り 得た秘密を 漏ら し 、 又は盗用し た者

第七十七条の三十五第二項の規定によ る 確認検査の業務の停止の命令に違反し た者

第七十七条の六十二第二項（ 第七十七条の六十六第二項において準用する 場合を 含む。） の

規定によ る 禁止に違反し て、 確認検査又は構造計算適合性判定の業務を 行つた者

第八十七条第三項において準用する 第二十八条第三項又は第三十五条の三の規定に違反し た

場合における 当該建築物の所有者、 管理者又は占有者

第八十七条第三項において 準用する 第三十六条（ 消火設備の設置及び構造に関し て、 第

三十五条の規定を 実施し 、 又は補足する ために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る 部

分に限る 。） の規定に基づく 政令の規定に違反し た場合における 当該建築物の所有者、 管理

者又は占有者

前項第八号又は第九号に規定する 違反があつた場合において 、 その違反が建築主、 工作物の

築造主又は建築設備の設置者の故意によ る も のである と き は、 当該設計者又は工事施工者を

罰する ほか、 当該建築主、 工作物の築造主又は建築設備の設置者に対し て同項の刑を 科する 。

十　

十一

十二

十三

十四

十五

十六

２
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一　

二　

三

四　

五　

　 ２ 　

一　

二　

三　

　 ３ 　

一

二　 　

　 イ

　 ロ

　 ハ　

　 　 5 建築基準法施行令抜粋 （ 抜粋）

煙突、 広告塔、 高架水槽、 擁壁その他こ れら に類する 工作物で法第八十八条第一項の規定に

よ り 政令で指定する も のは、 次に掲げる も の（ 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関す

る も のその他他の法令の規定によ り 法及びこ れに基づく 命令の規定によ る 規制と 同等の規制

を 受ける も のと し て国土交通大臣が指定する も のを 除く 。） と する 。

高さ が六メ ート ルを 超える 煙突（ 支枠及び支線がある 場合においては、こ れら を 含み、スト ー

ブの煙突を 除く 。）

高さ が十五メ ート ルを 超える 鉄筋コ ン ク リ ート 造の柱、 鉄柱、 木柱その他こ れら に類する も

の（ 旗ざおを 除く 。）

高さ が四メ ート ルを 超える 広告塔、 広告板、 装飾塔、 記念塔その他こ れら に類する も の

高さ が八メ ート ルを 超える 高架水槽、 サイ ロ 、 物見塔その他こ れら に類する も の

高さ が二メ ート ルを 超える 擁壁

昇降機、 ウオータ ーシユート 、 飛行塔その他こ れら に類する 工作物で法第八十八条第一

項の規定によ り 政令で指定する も のは、 次の各号に掲げる も のと する 。

乗用エレ ベータ ー又はエスカ レータ ーで観光のためのも の（ 一般交通の用に供するも のを除く 。）

ウオータ ーシユート 、 コ ースタ ーその他こ れら に類する 高架の遊戯施設

メ リ ーゴーラ ウン ド 、 観覧車、 オク ト パス、 飛行塔その他こ れら に類する 回転運動を する 遊

戯施設で原動機を 使用する も の

製造施設、 貯蔵施設、 遊戯施設等の工作物で法第八十八条第二項の規定によ り 政令で指定する

も のは、 次に掲げる 工作物（ 土木事業その他の事業に一時的に使用する ためにその事業中臨時

にある も の及び第一号又は第五号に掲げる も ので建築物の敷地（ 法第三条第二項の規定によ り

法第四十八条第一項から 第十四項までの規定の適用を 受けない建築物については、 第百三十七

条に規定する基準時における敷地を いう 。） と 同一の敷地内にあるも のを 除く 。） と する 。

法別表第二（ ぬ） 項第三号（ 十三） 又は（ 十三の二） の用途に供する 工作物で用途地域（ 準

工業地域、工業地域及び工業専用地域を 除く 。） 内にある も の及び同表（ る ） 項第一号（ 二十一）

の用途に供する 工作物で用途地域（ 工業地域及び工業専用地域を 除く 。） 内にある も の

自動車車庫の用途に供する 工作物で次のイ から チまでに掲げる も の

積が五十平方メ ート ルを 超える も ので第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域又

は田園住居地域内にある も の（ 建築物に附属する も のを 除く 。）

築造面積が三百平方メ ート ルを 超える も ので第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居

専用地域、第一種住居地域又は第二種住居地域内にある も の（ 建築物に附属する も のを 除く 。）

第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある建築物に附属する

も ので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の

延べ面積の合計を 加えた値が六百平方メ ート ル（ 同一敷地内にある建築物（ 自動車車庫の用途に

供する部分を 除く 。） の延べ面積の合計が六百平方メ ート ル以下の場合においては、 当該延べ面

積の合計） を超えるも の（ 築造面積が五十平方メ ート ル以下のも の及びニに掲げるも のを除く 。）

第百三十八条

（ 工作物の指定）
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第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある 公告対象区域

内の建築物に附属する も ので次の（ １ ） 又は（ ２ ） のいずれかに該当する も の

築造面積に同一敷地内にある 建築物に附属する 自動車車庫の用途に供する 建築物の部分の延

べ面積の合計を 加えた値が二千平方メ ート ルを 超える も の

築造面積に同一公告対象区域内にある 建築物に附属する 他の自動車車庫の用途に供する 工作物

の築造面積及び当該公告対象区域内にある 建築物に附属する 自動車車庫の用途に供する 建築物

の部分の延べ面積の合計を 加えた値が、 当該公告対象区域内の敷地ごと にハの規定によ り 算定

さ れる 自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を 合算し た値を 超える も の

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある 建築物に附属する も ので築

造面積に同一敷地内にある 建築物に附属する 自動車車庫の用途に供する 建築物の部分の延べ面

積の合計を 加えた値が三千平方メ ート ル（ 同一敷地内にある建築物（ 自動車車庫の用途に供す

る 部分を 除く 。） の延べ面積の合計が三千平方メ ート ル以下の場合においては、 当該延べ面積

の合計） を 超えるも の（ 築造面積が三百平方メ ート ル以下のも の及びヘに掲げるも のを 除く 。）

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある 公告対象区域内の建築物

に附属する も ので次の（ １ ） 又は（ ２ ） のいずれかに該当する も の

築造面積に同一敷地内にある 建築物に附属する 自動車車庫の用途に供する 建築物の部分の延

べ面積の合計を 加えた値が一万平方メ ート ルを 超える も の

築造面積に同一公告対象区域内にある 建築物に附属する 他の自動車車庫の用途に供する 工作物

の築造面積及び当該公告対象区域内にある 建築物に附属する 自動車車庫の用途に供する 建築物

の部分の延べ面積の合計を 加えた値が、 当該公告対象区域内の敷地ごと にホの規定によ り 算定

さ れる 自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を 合算し た値を 超える も の

第一種住居地域又は第二種住居地域内にある 建築物に附属する も ので築造面積に同一敷地内

にある 建築物に附属する 自動車車庫の用途に供する 建築物の部分の延べ面積の合計を 加えた

値が当該敷地内にある 建築物（ 自動車車庫の用途に供する 部分を 除く 。） の延べ面積の合計

を 超える も の（ 築造面積が三百平方メ ート ル以下のも の及びチに掲げる も のを 除く 。）

第一種住居地域又は第二種住居地域内にある 公告対象区域内の建築物に附属する も ので 、 築

造面積に同一公告対象区域内にある 建築物に附属する 他の自動車車庫の用途に供する 工作物

の築造面積及び当該公告対象区域内にある 建築物に附属する 自動車車庫の用途に供する 建築

物の部分の延べ面積の合計を 加えた値が、 当該公告対象区域内の敷地ごと にト の規定によ り

算定さ れる自動車車庫の用途に供する 工作物の築造面積の上限の値を 合算し た値を 超えるも の

高さ が八メ ート ルを 超える サイ ロ その他こ れに類する 工作物のう ち 飼料、 肥料、 セメ ン ト そ

の他こ れら に類する も のを 貯蔵する も ので第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地

域、 第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にある も の

前項各号に掲げる 工作物で第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 第一種中高

層住居専用地域又は田園住居地域内にある も の

汚物処理場、 ごみ焼却場又は第百三十条の二の二各号に掲げる 処理施設の用途に供する 工作物

で都市計画区域又は準都市計画区域（ 準都市計画区域にあつては、 第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域に限る。） 内にあるも の

特定用途制限地域内にある 工作物で当該特定用途制限地域に係る 法第八十八条第二項において

準用する法第四十九条の二の規定に基づく 条例において制限が定めら れた用途に供するも の

ニ　

（ １ ）　

（ ２ ）　

　 ホ　

　 ヘ

（ １ ）　

（ ２ ）　

　 ト

　 チ　

三

四　

五　

六　
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法第八十八条第一項において準用する 法第六条の四第一項の規定によ り 読み替えて適用さ れ

る 法第六条第一項の政令で定める 規定は、 第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項

に掲げる 工作物の部分の区分に応じ 、 それぞれ同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる 規

定（ こ れら の規定中工作物の部分の構造に係る 部分が、 法第八十八条第一項において準用す

る 法第六十八条の十第一項の認定を 受けた工作物の部分に適用さ れる 場合に限る 。） と する 。

（ 工作物に関する確認の特例）

第百三十八条

の二

（ 定義）

第二条

第一条

の二

こ の法律において「 建設工事」 と は、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるも のを いう 。

２ 　 こ の法律において「 建設業」 と は、元請、下請その他いかなる 名義を も つてする かを 問 わず、

　 　 建設工事の完成を 請け負う 営業を いう 。

３ 　 こ の法律において「 建設業者」 と は、 第三条第一項の許可を 受けて建設業を 営む者を いう 。

４ 　 こ の法律において「 下請契約」 と は、 建設工事を 他の者から 請け負っ た建設業を 営む者と

　 　 他の建設業を 営む者と の間で当該建設工事の全部又は一部について締結さ れる請負契約をいう 。

５ 　 こ の法律において「 発注者」 と は、 建設工事（ 他の者から 請け負っ たも のを 除く 。） の注文

　 　 者を いい、「 元請負人」 と は、 下請契約における 注文者で建設業者である も のを いい、 「 下

　 　 請負人」 と は、 下請契約における 請負人を いう 。

建設業法施行令

（ 法第三条第一項ただし 書の軽微な建設工事）

法第三条第一項ただし 書の政令で定める 軽微な建設工事は、 工事一件の請負代金の額が五百万

円（ 当該建設工事が建築一式工事である 場合にあっ ては、 千五百万円） に満たない工事又は建

築一式工事のう ち 延べ面積が百五十平方メ ート ルに満たない木造住宅を 建設する 工事と する 。

２ 　 前項の請負代金の額は、 同一の建設業を 営む者が工事の完成を 二以上の契約に分割し て請

　 　 け負う と き は、 各契約の請負代金の額の合計額と する 。 ただし 、 正当な理由に基いて契約

　 　 を 分割し たと き は、 こ の限り でない。

３ 　 注文者が材料を 提供する 場合においては、 その市場価格又は市場価格及び運送賃を 当該請

　 　 負契約の請負代金の額に加えたも のを 第一項の請負代金の額と する 。

【 参考】

建築基準法（ 原文のまま）

（ 用語の定義）

　 ６  建設業法（ 抜粋）

第二条

一

こ の法律において次の各号に掲げる 用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める と こ ろ によ る 。

建築物、 土地に定着する 工作物のう ち 、 屋根及び柱若し く は壁を 有する も の（ こ れに類する 構

造のも のを 含む。）、 こ れに附属する 門若し く は塀、 観覧のための工作物又は地下若し く は高架

の工作物内に設ける 事務所、 店舗、 興行場、 倉庫その他こ れら に類する 施設（ 鉄道及び軌道の
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イ

ロ 　

イ

　

　 二

三

　 四

　 五

　 六

七

七の二

　 八

　 九

九の二

線路敷地内の運転保安に関する 施設並びに跨線橋、 プラ ッ ト ホームの上家、 貯蔵槽その他こ れ

ら に類する 施設を 除く 。） を いい、 建築設備を 含むも のと する 。

特殊建築物　 学校（ 専修学校及び各種学校を 含む。以下同様と する 。）、体育館、病院、劇場、観覧場、

集会場、 展示場、 百貨店、 市場、 ダン スホール、 遊技場、 公衆浴場、 旅館、 共同住宅、 寄宿舎、

下宿、 工場、 倉庫、 自動車車庫、 危険物の貯蔵場、 と 畜場、 火葬場、 汚物処理場その他こ れら

に類する 用途に供する 建築物を いう 。

建築設備　 建築物に設ける 電気、 ガス、 給水、 排水、 換気、 暖房、 冷房、 消火、 排煙若し く は

汚物処理の設備又は煙突、 昇降機若し く は避雷針を いう 。

居室　 居住、執務、作業、集会、娯楽その他こ れら に類する目的のために継続的に使用する室を いう 。

主要構造部　 壁、柱、床、はり 、屋根又は階段を いい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、

付け柱、 揚げ床、 最下階の床、 回り 舞台の床、 小ばり 、 ひさ し 、 局部的な小階段、 屋外階段そ

の他こ れら に類する 建築物の部分を 除く も のと する 。

延焼のおそれのある 部分　 隣地境界線、 道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物（ 延べ面

積の合計が五百平方メ ート ル以内の建築物は、一の建築物と みなす。） 相互の外壁間の中心線（ ロ

において「 隣地境界線等」 と いう 。） から 、 一階にあっ ては三メ ート ル以下、 二階以上にあっ て

は五メ ート ル以下の距離にある 建築物の部分を いう 。 ただし 、 次のイ 又はロ のいずれかに該当

する 部分を 除く 。

防火上有効な公園、 広場、 川その他の空地又は水面、 耐火構造の壁その他こ れら に類する

も のに面する部分

建築物の外壁面と 隣地境界線等と の角度に応じ て、 当該建築物の周囲において発生する 通常

の火災時にお ける火熱により 燃焼するおそれのないも のと し て国土交通大臣が定める部分

その主要構造部が (1 ) 又は (2 ) のいずれかに該当する こ と 。

　 (1 )　 耐火構造である こ と 。

耐火構造　 壁、 柱、 床その他の建築物の部分の構造のう ち 、 耐火性能（ 通常の火災が終了する

までの間当該火災によ る 建築物の倒壊及び延焼を 防止する ために当該建築物の部分に必要と さ

れる 性能を いう 。） に関し て政令で定める 技術的基準に適合する 鉄筋コ ン ク リ ート 造、 れんが造

その他の構造で、 国土交通大臣が定めた構造方法を 用いる も の又は国土交通大臣の認定を 受け

たも のを いう 。

準耐火構造　 壁、 柱、 床その他の建築物の部分の構造のう ち 、 準耐火性能（ 通常の火災によ る

延焼を 抑制する ために当該建築物の部分に必要と さ れる 性能を いう 。 第九号の三ロ において同

じ 。） に関し て政令で定める 技術的基準に適合する も ので、 国土交通大臣が定めた構造方法を 用

いる も の又は国土交通大臣の認定を 受けたも のを いう 。

防火構造　 建築物の外壁又は軒裏の構造のう ち 、 防火性能（ 建築物の周囲において発生する 通

常の火災によ る 延焼を 抑制する ために当該外壁又は軒裏に必要と さ れる 性能を いう 。） に関し て

政令で定める 技術的基準に適合する 鉄網モルタ ル塗、 し つく い塗その他の構造で 、 国土交通大

臣が定めた構造方法を 用いる も の又は国土交通大臣の認定を 受けたも のを いう 。

不燃材料　 建築材料のう ち 、 不燃性能（ 通常の火災時における 火熱によ り 燃焼し ないこ と その

他の政令で定める 性能を いう 。） に関し て政令で定める 技術的基準に適合する も ので、 国土交通

大臣が定めたも の又は国土交通大臣の認定を 受けたも のを いう 。

耐火建築物　 次に掲げる 基準に適合する 建築物を いう 。



108

準耐火建築物　 耐火建築物以外の建築物で 、 イ 又はロ のいずれかに該当し 、 外壁の開口部で延

焼のおそれのある 部分に前号ロ に規定する 防火設備を 有する も のを いう 。

設計　 建築士法（ 昭和二十五年法律第二百二号） 第二条第六項に規定する 設計を いう 。

工事監理者　 建築士法第二条第八項に規定する 工事監理を する 者を いう 。

設計図書　 建築物、 その敷地又は第八十八条第一項から 第三項までに規定する 工作物に関する

工事用の図 面（ 現寸図その他こ れに類する も のを 除く 。） 及び仕様書を いう 。

建築　 建築物を 新築し 、 増築し 、 改築し 、 又は移転する こ と を いう 。

大規模の修繕　 建築物の主要構造部の一種以上について行う 過半の修繕を いう 。

大規模の模様替　 建築物の主要構造部の一種以上について行う 過半の模様替を いう 。

建築主　 建築物に関する 工事の請負契約の注文者又は請負契約によ ら ないで自ら その工事を す

る 者を いう 。

設計者　 その者の責任において 、 設計図書を 作成し た者を いい、 建築士法第二十条の二第三項

又は第二十条の三第三項の規定によ り 建築物が構造関係規定（ 同法第二十条の二第二項に規定

する 構造関係規定を いう 。 第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ 。） 又は設備

関係規定（ 同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう 。 第五条の六第三項及び第六

条第三項第三号において同じ 。） に適合する こ と を 確認し た構造設計一級建築士（ 同法第十条の

三第四項に規定する 構造設計一級建築士を いう 。 第五条の六第二項及び第六条第三項第二号に

おいて同じ 。） 又は設備設計一級建築士（ 同法第十条の三第四項に規定する 設備設計一級建築士

を いう 。 第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ 。） を 含むも のと する 。

工事施工者　 建築物、 その敷地若し く は第八十八条第一項から 第三項までに規定する 工作物に

関する 工事の請負人又は請負契約によ ら ないで自ら こ れら の工事を する 者を いう 。

都市計画　 都市計画法（ 昭和四十三年法律第百号） 第四条第一項に規定する 都市計画を いう 。

都市計画区域又は準都市計画区域　 それぞれ、 都市計画法第四条第二項に規定する 都市計画区

域又は準都 市計画区域を いう 。

主要構造部を 準耐火構造と し たも の

イ に掲げる 建築物以外の建築物であっ て、 イ に掲げる も のと 同等の準耐火性能を 有する も の

と し て主要構造 部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するも の

イ

ロ 　

ロ

　 (2 )　 次に掲げる 性能（ 外壁以外の主要構造部にあっ ては、（ ｉ ） に掲げる 性能に限る 。）

　 　 　 に関し て政令で定める 技術的基準に適合する も のである こ と 。

     （ ｉ ） 当該建築物の構造、 建築設備及び用途に応じ て屋内において発生が予測さ れる 火

　 　 　 　災によ る 火熱に当該 火災が終了する まで耐える こ と 。

      （ ｉ ｉ ） 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで

　 　 　 　耐える こ と 。

その外壁の開口部で延焼のおそれのある 部分に、防火戸その他の政令で定める 防火設備（ そ

の構造が遮炎性能（ 通常の火災時における 火炎を 有効に遮る ために防火設備に必要と さ れ

る 性能を いう 。 第二十七条第一項において 同じ 。） に関し て 政令で 定める 技術的基準に適

合する も ので、 国土交通大臣が定めた構造方法を 用いる も の又は国土交通大臣の認定を 受

けたも のに限る 。） を 有する こ と 。

九の三

　 十

　 十一

　 十二

　 十三

　 十四

　 十五

　 十六

　 十七

　 十八

　 十九

　 二十　

野立看板
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第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第二種中高

層住居専用地域、 第一種住居地域、 第二種住居地域、 準住居地域、 田園住居地域、 近隣商業地域、

商業地域、 準工業地域、 工業地域、 工業専用地域、 特別用途地区、 特定用途制限地域、 特例容

積率適用地区、 高層住居誘導地区、 高度地区、 高度利用地区、 特定街区、 都市再生特別地区、 居

住環境向上用途誘導地区、 特定用途誘導地区、 防火地域、 準防火地域、 特定防災街区整備地区

又は景観地区　 それぞれ、 都市計画法第八条第一項第一号から 第六号までに掲げる 第一種低層

住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 第一種中高層 住居専用地域、 第二種中高層住居専用

地域、 第一種住居地域、 第二種住居地域、 準住居地域、 田園住居地域、 近隣商業地域、 商業地域、

準工業地域、 工業地域、 工業専用地域、 特別用途地区、 特定用途制限地域、 特例容積率適用地区、

高層住居誘導地区、 高度地区、 高度利用地区、 特定街区、 都市再生特別地区、 居住環境向上用途

誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう 。

地区計画　 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる 地区計画を いう 。

地区整備計画　 都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる 地区整備計画を いう 。

防災街区整備地区計画　 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画をいう 。

特定建築物地区整備計画　 密集市街地における 防災街区の整備の促進に関する 法律（ 平成九年

法律第四十九号。 以下「 密集市街地整備法」 と いう 。） 第三十二条第二項第一号に規定する 特定

建築物地区整備計画を いう 。

防災街区整備地区整備計画　 密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する 防災街区整

備地区整備計画を いう 。

歴史的風致維持向上地区計画　 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる 歴史的風致維持

向上地区計画を いう 。

歴史的風致維持向上地区整備計画　 地域における 歴史的風致の維持及び向上に関する 法律（ 平

成二十年法律第四十号。 以下「 地域歴史的風致法」 と いう 。） 第三十一条第二項第一号に規定す

る 歴史的風致維持向上地区整備計画を いう 。

沿道地区計画　 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる 沿道地区計画を いう 。

沿道地区整備計画　 幹線道路の沿道の整備に関する 法律（ 昭和五十五年法律第三十四号。以下「 沿

道整備法」 と いう 。） 第九条第二項第一号に掲げる 沿道地区整備計画を いう 。

集落地区計画　 都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる 集落地区計画を いう 。

集落地区整備計画　 集落地域整備法（ 昭和六十二年法律第六十三号） 第五条第三項に規定する

集落地区整備計画を いう 。

地区計画等　 都市計画法第四条第九項に規定する 地区計画等を いう 。

プ ロ グラ ム　 電子計算機に対する 指令であっ て 、 一の結果を 得る こ と ができ ますよ う に組み合

わさ れたも のを いう 。

特定行政庁　 建築主事を 置く 市町村の区域については当該市町村の長を いい 、 その他の市町村

の区域については都道府県知事を いう 。 ただし 、 第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第

一項の規定によ り 建築主事を 置く 市町村の区域内の政令で定める 建築物については、 都道府県

知事と する 。

二十一　

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八　

二十九

三十

三十一　

三十二

三十三

三十四

三十五　 　 　 　
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建築物の基礎、 主要構造部その他安全上、 防火上又は衛生上重要である 政令で定める 部分に

使用する 木材、 鋼材、 コ ン ク リ ート その他の建築材料と し て国土交通大臣が定める も の（ 以

下こ の条において「 指定建築材料」 と いう 。） は、 次の各号のいずれかに該当する も のでな

ければなり ません。

一　

二

その品質が、 指定建築材料ごと に国土交通大臣の指定する 日本産業規格又は日本農林規

格に適合する も の

前号に掲げる も ののほか、 指定建築材料ごと に国土交通大臣が定める 安全上、 防火上又

は衛生上必要な品質に関する 技術的基準に適合する も のである こ と について国土交通大

臣の認定を 受けたも の

第三十七条

（ 建築材料の品質）

昭和 27・ ６ ・ 10・ 法律第 180 号

（ 最新改正　 令和４ ・ ６ ・ 17・ 法律第 68 号）

第３ 節　 道路の占用

（ 道路の占用の許可）

道路に次の各号のいずれかに掲げる 工作物、 物件又は施設を 設け、 継続し て道路を 使用し よ う

と する 場合においては、 道路管理者の許可を 受けなければなら ない。

1　 電柱、 電線、 変圧塔、 郵便差出箱、 公衆電話所、 広告塔その他こ れら に類する 工作物

2　 水管、 下水道管、 ガス管その他こ れら に類する 物件

3　 鉄道、 軌道その他こ れら に類する 施設

4　 歩廊、 雪よ けその他こ れら に類する 施設

5　 地下街、 地下室、 通路、 浄化槽その他こ れら に類する 施設

6　 露店、 商品置場その他こ れら に類する 施設

7　 前各号に掲げるも のを 除く 外、 道路の構造又は交通に支障を 及ぼす虞のある 工作物、 物件又は

　 　 施設で政令で定める も の

道路管理者は、 道路の占用が前条第１ 項各号のいずれかに該当する も のであつて道路の敷地外

に余地がないためにやむを 得ないも のであり 、 かつ、 同条第２ 項第２ 号から 第７ 号までに掲げ

る 事項について政令で定める 基準に適合する 場合に限り 、 同条第１ 項又は第３ 項の許可を 与え

る こ と ができ る 。

　 7 道路法（ 抜粋）

（ 道路の占用の許可基準）

第 32 条

第 33 条
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（ 添加物件に関する適用）

（ 道路に関する禁止行為）

1　 交通が著し く ふく そう する 道路又は幅員が著し く 狭い道路について車両の能率的な運行

　 　 を 図る ために特に必要がある と 認める 場合

2　 幅員が著し く 狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を 図る ために特に必

　 　 要がある と 認める 場合

3　 災害が発生し た場合における 被害の拡大を 防止する ために特に必要がある と 認める 場合

1　 みだり に道路を 損傷し 、 又は汚損する こ と 。

2　 みだり に道路に土石、 竹木等の物件を たい積し 、 その他道路の構造又は交通に支障を 及ぼ  

     す虞のある 行為を する こ と 。

道路管理者以外の者が占用物件に関し 新たに道路の構造又は交通に支障を 及ぼす虞のある 物件

を 添加し よ う と する 行為は、 本節の規定の適用については、 新たな道路の占用と みなす。

何人も 道路に関し 、 左に掲げる 行為を し てはなら ない。

道路管理者は、 次に掲げる 場合においては、 第 33 条、 第 35 条及び前条第２ 項の規定にかか

わら ず、 区域を 指定し て道路 ( 第２ 号に掲げる 場合にあっ ては、 歩道の部分に限る 。 ) の占用

を 禁止し 、 又は制限する こ と ができ る 。

（ 一般工作物等の占用の場所に関する基準）

（ 道路の占用の禁止又は制限区域等）

第 41 条

第 43 条

第 10 条

第 37 条

昭和 27・ 12・ ４ ・ 政令第 479 号

（ 最新改正　 令和４ ・ ２ ・ ２ ・ 政令第 37 号）

　 8 道路法施行令（ 抜粋）

（ 道路の構造又は交通に支障を 及ぼすおそれのある 工作物等）

法第 32 条第１ 項第７ 号の政令で定める 工作物、 物件又は施設は、 次に掲げる も のと する 。

１ 　 看板、 標識、 旗ざお、 パーキン グ・ メ ータ ー、 幕及びアーチ（ 以下略）

第７ 条　

法第 32 条第２ 項第３ 号に掲げる 事項についての同条第１ 項各号に掲げる 工作物、 物件又は施

設（ 電柱、 電線、 公衆電話所、 水管、 下水道管、 ガス管、 石油管、 自動運行補助施設、 第７ 条

第 2 号に掲げる 工作物、 同条第 3 号に掲げる 施設、 同条第６ 号に掲げる 仮設建築物、 同条第７

号に掲げる 施設、 同条第８ 号に掲げる 施設、 同条第 11 号に掲げる 応急仮設建築物及び同条第

12 号に掲げる 器具を 除く 。 以下こ の条において「 一般工作物等」 と いう 。） に関する 法第 33

条第１ 項の政令で定める 基準は、 次のと おり と する 。

1　 一般工作物等（ 鉄道の軌道敷を除く 。 以下こ の号において同じ 。） を 地上（ ト ンネルの上又

     は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を 除く 。 次条第 1 項第 2 号、 第 11 条の 2 第  

    1 項第 1 号、 第 11 条の 3 第 1 項第 1 号、 第 11 条の 6 第 1 項、 第 11 条の 7 第 1 項、 第 11
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（ 構造に関する基準）

    条の 8 第 1 項及び第 11 条の 9 第 1 項において同じ 。） に設ける 場合においては、 次のいずれ 

    にも 適合する 場所（ 特定連結路附属地の地上に設ける 場合にあつては、 ロ 及び ハのいずれに

    も 適合する 場所） である こ と 。

イ 　 一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあるこ と 。

ロ 　 一般工作物等の道路の上空に設けら れる 部分（ 法 ( のり ) 敷、 側溝、 路端に近接する 部分、

　 　 歩道内の車道に近接する 部分又は分離帯、 ロ ータ リ ーその他こ れら に類する 道路の部分の

　 　 上空にある 部分を 除く 。） がある 場合においては、 その最下部と 路面と の距離が 4.5 メ ート

　 　 ル（ 歩道上にあつては、 2 .5 メ ート ル） 以上である こ と 。

ハ　 一般工作物等の種類又は道路の構造から みて道路の構造又は交通に著し い支障を 及ぼすお

　 　 それのない場合を 除き 、 道路の交差し 、 接続し 、 又は屈曲する 部分以外の道路の部分であ

　 　 る こ と 。（ 以下略）

（ １ ）

（ ２ ）

（ ３ ）

（ ４ ）

（ ５ ）

　 法 ( のり ) 面

側溝上の部分

路端に近接する 部分

歩道（ 自転車歩行者道を含む。 第 11 条の 7 第 1 項第 2 号及び第 11 条の 10 第 1 項第 2

号を 除き、 以下こ の章において同じ 。） 内の車道（ 自転車道を 含む。 第 11 条の 6 第 1 項

第 3 号及び第 5 号、 第 11 条の 7 第 1 項第 1 号、 第 11 条の 10 第 1 項第 1 号並びに第

11 条の 11 第 1 項第 1 号を 除き 、 以下こ の章において 同じ 。） に近接する 部分（ 第 16

条の 2 第 1 号から 第 3 号まで及び第 6 号に掲げる工作物、 物件又は施設に該当する 一般

工作物等を 利便増進誘導区域内に設ける 場合にあつては、 歩道上の部分）

一般工作物等の種類又は道路の構造から みて道路の構造又は交通に著し い支障を 及ぼすお

それのない場合にあつては、 分離帯、 ロータ リ ーその他こ れら に類する道路の部分

法第 32 条第２ 項第４ 号に掲げる 事項についての法第 33 条第１ 項の政令で定める 基準は、 次の

と おり と する 。

1　 地上に設ける 場合においては、 次のいずれにも 適合する 構造である こ と 。

イ 　 倒壊、 落下、 剥離、 汚損、 火災、 荷重、 漏水その他の事由によ り 道路の構造又は交通に支

　 　 障を 及ぼすこ と がないと 認めら れる も のである こ と 。（ 以下略）

第 12 条
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　 9 あと 施工アンカ ー

【【機機密密性性２２】】
強度指定を受けたあと施工アンカーの使用部位の拡大（告示改正概要）

○ 増増改改築築やや新新築築ににおおいいてて、、補補強強以以外外のの用用途途ににああとと施施工工アアンンカカーー
をを使使用用すするるここととがが可可能能。。

例）【新 築】施工精度を要する箇所 など
【増改築】床スラブ増設に伴う定着筋への適用 など

【補強】枠付き鉄骨ブレースを設置する工法の例【補強】RC増設壁を設置する工法の例

【増改築】床スラブ増設時の適用例

○ 現行の基準では、あと施工アンカーは既存の鉄
筋コンクリート造の部材とこれを補強するための
部材との接合に用いるものに限定されている。

○特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件（平成13年国土交通省告示第1024号）

現

行

第一 特殊な許容応力度
十四 あと施工アンカー（既存の鉄筋コンクリート造等の部材とこれを補強するための部材との接合に用いるものをいう。

第二第十三号において同じ。）の接合部の引張り及びせん断の許容応力度は、その品質に応じてそれぞれ国土交
通大臣が指定した数値とする。

改

正

案

第一 特殊な許容応力度

十四 鉄筋コンクリート造等の部材と構造耐力上主要な部分である部材との接合に用いるあと施工アンカーの接合部の
引張り及びせん断の許容応力度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定した数値とする。

※第二 特殊な材料強度 第十三号についても、同様の改正を実施。

【新築】施工精度を要する箇所（施工性向上）
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実施団体等
適用される範囲
資格名（※一部総称で記載しています）

高
さ
区
分

工
事
額
500万円未満
（一式の場合1500万円未満）

500万円以上

（一式の場合1500万円以上）

500万円未満
（一式の場合1500万円未満）

500万円以上

（一式の場合1500万円以上）

500万円未満
（一式の場合1500万円未満）
500万円以上
（一式の場合1500万円以上）
500万円未満
（一式の場合1500万円未満）
500万円以上
（一式の場合1500万円以上）

〇

〇

〇

〇

〇
（建築士法に定める設計等の範

囲による）

〇
（建築士法に定める設計等の範

囲による）

△
（必須ではないが有資格者が望

ましい）

△
（必須ではないが有資格者が望

ましい）

新
規
・
更
新
の
区
別

屋
外
広
告
物
類
型

〇

〇

〇

〇

〇

〇

更
新
（
安
全
点
検
）

自立型看板

依存型看板

4mを超える

4m以下

4mを超える

4m以下

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

新
規
設
置
（
変
更
を
含
む
）

公的機関
屋外広告物に係る活動

4mを超える
〇

（建築士法に定める設計等の範
囲による）

〇
（建築士法に定める設計等の範

囲による）

〇

〇

4m以下

設計

4mを超える

屋
外
広
告
士

屋
外
広
告
業

△
（必須ではないが有資格者が望

ましい）

△
（必須ではないが有資格者が望

ましい）

〇

国家資格

自立型看板

4m以下

依存型看板

〇

〇

〇

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

一
級
建
築
士

二
級
建
築
士

木
造
建
築
士

実施団体等
適用される範囲
資格名（※一部総称で記載しています）

高
さ
区
分

工
事
額
500万円未満
（一式の場合1500万円未満）

500万円以上

（一式の場合1500万円以上）

500万円未満
（一式の場合1500万円未満）

500万円以上

（一式の場合1500万円以上）

500万円未満
（一式の場合1500万円未満）
500万円以上
（一式の場合1500万円以上）
500万円未満
（一式の場合1500万円未満）
500万円以上
（一式の場合1500万円以上）

〇

〇

〇

〇

（建築士法に定める設計等の範
囲による）

（建築士法に定める設計等の範
囲による）

（必須ではないが有資格者が望
ましい）

（必須ではないが有資格者が望
ましい）

新
規
・
更
新
の
区
別

屋
外
広
告
物
類
型

〇

〇

〇

〇

〇

〇

更
新
（
安
全
点
検
）

自立型看板

依存型看板

4mを超える

4m以下

4mを超える

4m以下

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

新
規
設
置
（
変
更
を
含
む
）

公的機関
屋外広告物に係る活動

4mを超える （建築士法に定める設計等の範
囲による）

（建築士法に定める設計等の範
囲による）

〇

〇

4m以下

4mを超える

屋
外
広
告
士

屋
外
広
告
業

（必須ではないが有資格者が望
ましい）

（必須ではないが有資格者が望
ましい）

〇

国家資格

自立型看板

4m以下

依存型看板

〇

〇

〇

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

△
（必須ではな
いが有資格者
が望ましい）

一
級
建
築
士

屋外広告物を 製作するにあたり 留意すべき 資格屋外広告物を 製作するにあたり 留意すべき 資格

　 10   資　 格
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民間認定
施工
あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー
施
工
士

△
（必須で
はないが
有資格者
が望まし
い）

※使用で
きない

〇
（該当する工事に必要。別途許可条件があるため都道府県へ確認

すること。）

〇
（建築士法に定める設計等の範

囲による）

〇
（建築士法に定める設計等の範

囲による）

△
（必須ではないが有資格者が望

ましい）

△
（必須ではないが有資格者が望

ましい）

△
（必須ではないが有
資格者が望ましい）

△
（必須ではないが有
資格者が望ましい）

△
（必須ではないが有

△
（必須ではないが有

鉄
筋
工
事

〇
（建築士法に定める設計等の範

囲による）

〇
（建築士法に定める設計等の範

囲による）

設計

△
（必須ではないが有資格者が望

ましい）

△
（必須ではないが有資格者が望

ましい）

国家資格
施工

都道府県許可

〇
（該当する工事に必要。別途許可条件があるため都道府県へ確認

すること。）

二
級
建
築
士

木
造
建
築
士

建
築
一
式
工
事

鋼
構
造
物
工
事

民間講習
点検

△
（必須ではないが有
資格者が望ましい）

△
（必須ではないが有
資格者が望ましい）

△
（必須ではないが有
資格者が望ましい）

△
（必須ではないが有
資格者が望ましい）

屋
外
広
告
物
点
検
技
能
講
習

電
気
通
信
工
事

一
級
施
工
管
理
技
士

二
級
施
工
管
理
技
士

〇
（該当する工事に必要。別途許可条件があるため都道府県へ確認

すること。）

板
金
工
事

塗
装
工
事

△
（必須ではないが有

△
（必須ではないが有

国家資格
施工
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　 11 屋外広告物の事故事例の検証と 対策について

１ ． 自立看板の事故事例②　 支柱加工部の破断・ 基礎から の倒壊

はじ めに

　 テレ ビ のニュ ースなどで、「 看板が根元から 倒れています。」と いう のを 見ますが、こ こ で紹介する 事例は、

よ く 見る と 根元ではなく 、加工部分から 亀裂が入り ポールが破断し ています。 こ れは、本当の根元（ 地際）

と は違っ た理由で倒壊に繋がっ ています。 それほど年数の経っ ていない看板の倒壊も 起き ています。 事例

の中にはチェ ーン 店の看板が見受けら れますが、同じ 仕様で作っ ている も のがあれば、条件さ えそろ えば、

他の場所でも 倒壊する 危険があり ますので、 注意し なければなり ません。

２ - １ 加工部から の破断による倒壊の事例

   野立看板傾き 周辺が一時停電（ 2019 .05 .19）

東郷町和合の「 153 号線和合店」 に設置さ れていた高さ １ ５ ｍほどの看板が大き く 傾いて電線に接触し ま

し た。 こ の影響で周辺のおよ そ１ ８ ０ ０ 戸が一時停電し 、 信号機も 使えなく なっ たため、 警察官が車の誘

導を 行いまし た。 停電はおよ そ２ 時間後にほぼ復旧。 警察は金属製のポールは、 写真で見る と GL から 1

ｍぐ ら いの位置から 破断し ています。

  巨大看板が強風で倒れる （ 2021 .01 .16）

千葉市若葉区小倉町の店で野立看板が倒壊し まし た 。 看板は高さ およ そ 10m で、 電線にひっ かかっ て止

まり まし た。 当時、 千葉市では瞬間風速 19． 8m の風が吹き、 強風注意報が発令さ れていまし た。 写真

の通り 根元ではなく GL から 40 ～ 50cm の高さ で破断し ています。

  鎌倉駅西口の御成通り アーチ看板倒壊（ 2019 .09 .06）

鎌倉駅西口の御成通り では、 ロ ータ リ ーに面し て立っ ていた高さ ７ ～８ m の鉄骨製のアーチが強風のため

倒壊し まし た。 アーチは 1997 年に設置、 ２ ２ 年が経過し ていまし た。 写真で見る 限り 、 剛接合と さ れた

部分に何ら かの問題が生じ たよ う に見えます。 実際、 片方の支柱は根元から 、 も う 一方は支柱と アーチ部

分の接合部で破断し ています。

２ - ２  加工部分が要因と 考えら れる様々なケース

　 GL 部分が大丈夫でも 、 設計や施工の問題、 また特殊な環境である 等、 理由は様々ですが、 全ての事象

には必ず原因があり ます。 その原因は決し てひと つと は限り ません。 危険要因が多いほど事故のリ スク は

高まり ます。 図面を 書く 人、 物を 作る人、 取り 付けを する人が完璧にやっ ても 、 設置場所の環境によ っ て

変わっ てく る こ と も あり ますので、 事故が起き たと き に検証し なければなり ません。
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[ 表 2-2 ] 加工部分が要因と 考えら れる看板の倒壊例

電源の接続用の点検口だと 思われま す

が、 そこ が起点と な っ て 破断し て いま

す。 看板の大き さ から みて も 支柱も 華

奢な よ う な 気がし ま す。 ま た、 支点か

ら 近い部分に点検口の加工があり 、 更

に 懸垂幕用の加工が施さ れて い ま す。

現場は静岡県浜松市。

※2012.6.19 台風 4 号が一時伊勢湾海上

に抜け愛知県東部へ再上陸、 最大風速

35ｍ/s であっ た。

基礎の部分と 中間、 再上部と ポールが

三分割にな っ て いる。 施工時の作業性

は良かっ たで あろ う が、 強度が足り て

いな いので あろ う 。 接合に使用さ れて

いたボルト の引張り 荷重は OK でも 、 せ

ん断荷重が NG だっ たのかは、 も はや

わかり ま せんが、 串刺し 式の先端ポー

ルのよ う に、 差込式にし て おけば、 写

真のよ う な 倒壊は防げたので はな いで

し ょ う か。

Ｆ 型先端ポールと 基礎ポールの接合部

分から 折れて いる よ う に見え ま す。 写

真で は、 基礎ポールが垂直な のかはわ

かり ま せんが、 看板がついて いる 先端

ポールと 基礎ポールの接合が強度的に

弱かっ たよ う に見受けら れる。

※設置は恐ら く ８ ０ 年代後半だと 思われる。

※差込式と し て おけば、 落下は免れた

と 考えら れる。

破断面を見てわかるよ う に、 点検口の

加工部下から ちぎれた状態です。

全体事象 破 断 面 分 　 析

 ○A

 ○B

 ○C

 ○D

２ - ３ . 自立看板の加工部から 考えら れる倒壊の要因

・ 孔加工の大き さ 及び加工方法　 ・ 風によ る 加工部分に

加わる振動・ 車両通過による 振動　 ・ 加工部分のサビ　

・ 加工部近く の懸垂幕の設置

配線用の点検口の加工部

から の倒壊

点検口から の破断倒壊

接合部の強度不足

・ こ の本数でのボルト 接合ではせん断力が足り ていない

   のではないのか。

・ 看板本体が偏芯し ている ため強風で回転を 起こ し ねじ

  り が加わり 破断し たのではないか。

・ Ｆ 型先端ポールが煽ら れて基礎ポールと の接合部が曲 

  がっ てし まっ た。

・ 偏芯だと ポールに常に回転荷重がかかる。

看板倒壊の要因 区　 分 主な原因
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［ 表４ ］ 対策案

◇建築基準法施工令　 抜粋

① 看板側から の配線はポールの内側を通し 丸穴から ボッ ク スの中に入れる。また一次側の線は、ポー 

     ルの外側に管を通し 、 ボッ ク ス内に引き込み結線する。

② ポール上部から 引き込み線を通し ておけば 30φ程度の穴で十分である。

③ 支柱に四角形にて開口し 点検口にするこ と があり ます。 その場合は四隅から 亀裂が広がり 、 破断

     する恐れがあり ます。 事例にはこ のケースが多く みら れます。 大型車両による振動や風によるね

     じ れなどにより 倒壊し ます。 同材にて開口補強を行う 事で亀裂の発生を防ぎます。

④（ 共通事項は [ 表１ ]、 [ 表２ ] を参照のこ と ）

加工による破断

ボルト 接続の破断 Ⓑの事例にあるよう に角パイ プにフ ラ ンジをリ ブ付きで溶接し ボルト で接合し ていたよう だが、

スラ イ ド し ないよう に差込式にし た上、 貫通ボルト で固定し 、 せん断力を抑えた方が良いのでは

ないだろう か。

区     分 対　 　 　 　 　 策

（ 接合）

第六十七条　 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、 接合さ れる 鋼材が炭素鋼であると き は高力ボルト 接合、 溶接接

合若し く はリ ベッ ト 接合（ 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリ ベッ ト 接合にあっ ては、添板リ ベッ ト 接合）

又はこ れら と 同等以上の効力を 有するも のと し て国土交通大臣の認定を 受けた接合方法に、 接合さ れる鋼材がステンレ ス

鋼であると き は高力ボルト 接合若し く は溶接接合又はこ れら と 同等以上の効力を 有するも のと し て国土交通大臣の認定を

受けた接合方法に、 それぞれよら なければなら ない。 ただし 、 軒の高さ が九メ ート ル以下で、 かつ、 張り 間が十三メ ート

ル以下の建築物（ 延べ面積が三千平方メ ート ルを 超える も のを 除く 。） にあっ ては、 ボルト が緩まないよ う に次の各号の

いずれかに該当する措置を 講じ たボルト 接合によるこ と ができ る。

一　 当該ボルト をコ ンク リ ート で埋め込むこ と 。

二　 当該ボルト に使用するナッ ト の部分を溶接するこ と 。

三　 当該ボルト にナッ ト を 二重に使用するこ と 。

四　 前三号に掲げるも ののほか、 こ れら と 同等以上の効力を有する戻り 止めを するこ と 。

２ 　 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、 その部分の存在応力を 伝えるこ と ができ る も のと し て、 国土交

通大臣が定めた構造方法を 用いる も の又は国土交通大臣の認定を 受けたも のと し なければなら ない。 こ の場合において、

柱の端面を 削り 仕上げと し 、 密着する構造と し た継手又は仕口で引張り 応力が生じ ないも のは、 その部分の圧縮力及び曲

げモーメ ント の四分の一（ 柱の脚部においては、 二分の一） 以内を接触面から 伝えている構造と みなすこ と ができ る。

（ 高力ボルト 、 ボルト 及びリ ベッ ト ）

第六十八条　 高力ボルト 、 ボルト 又はリ ベッ ト の相互間の中心距離は、 その径の二・ 五倍以上と し なければなら ない。

２ 　 高力ボルト 孔の径は、 高力ボルト の径より 二ミ リ メ ート ルを超えて大きく し てはなら ない。 ただし 、 高力ボルト の

径が二十七ミ リ メ ート ル以上であり 、 かつ、 構造耐力上支障がない場合においては、 高力ボルト 孔の径を高力ボルト の

径より 三ミ リ メ ート ルまで大きく するこ と ができる。

３ 　 前項の規定は、 同項の規定に適合する高力ボルト 接合と 同等以上の効力を有するも のと し て国土交通大臣の認定を

受けた高力ボルト 接合については、 適用し ない。

４ 　 ボルト 孔の径は、 ボルト の径より 一ミ リ メ ート ルを超えて大きく し てはなら ない。 ただし 、 ボルト の径が二十ミ リ

メ ート ル以上であり 、 かつ、 構造耐力上支障がない場合においては、 ボルト 孔の径をボルト の径より 一・ 五ミ リ メ ート

ルまで大きく するこ と ができる。



120

２ - ４  基礎から 倒壊し た自立看板の事例

　 基礎から 倒壊する と いう こ と は、 構造計算上に問題がある のか、 施工に問題があるのか、 製品が設計上

のも のと 異なる のか、 想定外の強い風が吹いたのかなど 、 確認する こ と は沢山あり ます。 こ こ 数年台風の

勢力が大型化し ている と いう ニュ ースをよ く 耳にし ます。

２ ０ １ ８ 年９ 月３ ０ 日台風２ ４ 号の爪

痕、 どう 見ても 基礎の組み方が薄い感

じ がし ます。

２ ０ １ ９ 年９ 月９ 日、 強い台風１ ５ 号
は９ 日早朝に千葉県内に上陸し 、 各地
で記録的な 暴風が吹き 荒れた。 家屋の
損壊など で けが人が相次ぎ、 大規模な
停電も 発生する など、 広範囲で被害に
見舞われた。 各交通機関は運転を 見合
わせ、 朝から 交通網の混乱が続いた。
倒壊の原因は突風で倒れたと 報告さ れ
ている 。

基礎の組み方に問題があるよう に思える

置き 基礎状態ではないか

2021.08.08-島根　 台風９ 号と 台風から
変わっ た温帯低気圧の影響で、 島根県
内は 8 日夜から 大雨と 暴風に襲われた。
各地で浸水被害や暴風で看板が倒れる
など、 大き な被害の爪痕を 残し た。

全体事象 基礎部分 情報と 所見
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壁面看板の製作 ・ 設置における留意点

―　 層間変位追従性について　 ―

はじ めに

　 高層建築物が地震や台風によ っ て揺れた時、 外壁やカ ーテ ン ウォ ールなどが脱落し ないよ う に設計さ

れ、 躯体の変形に追従し て外壁などが滑ら かに変形する 性能を 層間変位追従性と いいます。

建築物は揺れを 考慮し ていても 、 看板を 設置し たため、 ガラ スの破損、 看板の落下が起こ る ケースがあ

り ます。 躯体の構造を よ く 理解し たう えで設置する よ う にし まし ょ う 。

２ ０ １ ８ 年以降で震度６ 以上の地震は１ ２ 回あり まし た。 正し い知識で制作、 設置さ れていれば事故は

防げます。 それでは事例を いく つか紹介し ます。

後付けの看板は変形追従性を 考慮

　 壁面に設置さ れていた看板は、 アルミ 複合板を Ａ Ｌ Ｃ 板のサイ ズに合わせて６ ０ ｃ ｍごと に取り 付け

ら れており 、 アルミ 複合板同士は変形追従性を 考慮し て干渉し ないよ う に設置さ れています。

[ 写真（ 2）： 実際に落下し なかっ た看板右、 落下し た ALC 左 ]

[ 図（ 1）： Ａ Ｌ Ｃ 板の動き ]

①外壁がＡ Ｌ Ｃ 板の場合

・ 地震によ る 壁面看板の落下事例（ 1）

東日本大震災時に仙台駅前にあっ たＡ Ｌ Ｃ 構造の建物には、 各階ごと の壁面に同じ サイ ズの看板が

設置さ れていまし たが、 各階の看板が落下し た中、 一箇所だけ落下せずに残っ ていた看板があり ま

し た。

Ａ Ｌ Ｃ パネルには、 看板がど のよ う に設置さ れていたかは不明ですが、 躯体の構造を 理解し た設置

がなさ れていまし た。
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　 Ａ Ｌ Ｃ 板は、 地震時に回転する こ と で耐震性を 高める ロ ッ キン グ構法で設置さ れており、 こ う し た特

性に配慮し た看板設計がなさ れていまし た。

出典： [ 日経アーキテク チュ ア 2011 年４ 月 10 日号より ]

　 [ 図（ 3） ] のよ う に、 看板を 一体で製作し 、 設置し た場合は建物が揺れたと き に対角が狂い、 金具が

はずれ落下する 恐れがあり ます。 正し く は [ 図（ 4） ] のよ う にＡ Ｌ Ｃ 板の幅に合せて製作、 設置し た事

で危険を 回避する こ と ができ ます。 [ 写真（ 1） ] のＡ Ｌ Ｃ が落下し たのは、 直上のＡ Ｌ Ｃ を 横に設置し

ている ためロ ッ キン グが機能し なかっ たためです。

[ 写真（ 2）： 実際に落下し なかっ た看板 ]

[ 図（ 2）： Ａ Ｌ Ｃ 板の動き と 間違っ た設置・ 製作 ] [ 図（ 3）： Ａ Ｌ Ｃ 板の動きと 間違っ た設置・ 製作 ]

[ 図（ 4）： Ａ Ｌ Ｃ 板の動き と 正し い設置・ 製作 ]
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[ 写真（ ５ ）： 実際に ALC と 看板が落下し ている ] [ 写真（ 6）： 実際に ALC 上下が浮き 上がっ ている。 ]

[ 写真（ ３ ）： 当初設置場所 ] [ 写真（ ４ ）： 落下し た看板 ]

　 こ の地震で落下し なかっ たのは良かっ たのですが、気になる 点も あり ます。 [ 写真（ 2） ] を よ く 見る と 、

落下はし ませんでし たが、 看板のパネル部分が浮き 上がっ ています。

真夏でし たら 、 線膨張を 考慮し て考える と 数枚落下し ていた可能性も あり ますので、 設計・ 施工の場合は、

よ く 検討し た上で、 実施する こ と を お勧めし ます。

　 本来Ａ Ｌ Ｃ 伸縮目地（ 地震時などの躯体の変形時に外壁用または間仕切壁用パネルが損傷を 受けない

よ う に、 Ａ Ｌ Ｃ パネル間に隙間を 設けた目地を いう 。） は一般的に、 幅は 10 ～ 20 ㎜である ので、 看板

も 目地を 10 ㎜以上作る 必要があり ます。

地震による壁面看板の落下事例（ 2）

　 こ の看板も 東日本大震災の被害です。 看板は二分割のユニッ ト で構成さ れており 、 看板自体はし っ か

り し ている よ う に見えます。 こ の場合も ユニッ ト の対角が、 層間変位に対応し き れていなかっ たと 考え

ら れます。

地震による壁面看板の落下事例（ 3）

　 Ａ Ｌ Ｃ を 横に積んでいる スラ イ ド ( スウェ イ ) 方式ですが、 こ こ での問題はチャ ン ネル文字の設置方

法です。 Ａ Ｌ Ｃ の挙動が正常にでき ていれば看板はと も かく 、Ａ Ｌ Ｃ の落下はなかっ たのではないでし ょ

う か。こ こ から は推測ではあり ますが、チャ ン ネル文字を 取り 付ける 際、Ａ Ｌ Ｃ の目地の間にボルト を 突っ

込み、 裏側の鉄骨に溶接を する などし て、 取り 付けたのではないでし ょ う か。

[ 写真（ 5） ] を 見る と Ｂ の文字の上の部分のＡ Ｌ Ｃ が上下で浮き 上がっ ています 。 Ｂ の文字の下側も 同

じ よ う に浮いている のがわかり ます。 恐ら く こ こ が起点と なり 、 Ａ Ｌ Ｃ が挙動出来ず上の方から 落下し

たと 考えら れます。

②外壁がＰ Ｃ カ ーテン ウォ ールの場合

二つのＰ Ｃ にまたがっ てサイ ン がついています。 こ のサイ ン は正し く 設置さ れています。 下図のよ う

に設置する こ と で、 揺れによ る 落下は回避でき ます。 一体物の看板を 設置する 場合は、 Ｐ Ｃ を またが

ないよ う に設置し なければなり ません。 万が一またいで付けてし まえば落下する 恐れがあり ます。
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　 チャ ン ネル文字の取付け部付近のガラ スし か割れていません。 カ ーテン ウォ ール自体は揺れを 吸収し 、

ガラ スが割れない構造になっ ていたと 思われますが、 チャ ン ネル文字を 取り 付ける 際に、 上下に固定し

ていたため、 耐えら れず看板が外れ、 金具か看板本体がガラ スにあたり 破損し たも のだと 考えら れます。

③ガラ スカ ーテンウォ ールの場合

[ 写真（ 7） ] を 見て判る よ う に看板が設置さ れている 場所だけガラ スが破損し ています。

[ 写真（ ６ ）： 実際の看板 ] [ 図⑤： PC 板の動き ]

[ 写真（ ７ ）： 実際の看板 ]

[ 図（ ６ ）： カ ーテンウォ ールの動き ]
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スウェ イ 方式 ( スラ イ ド 方式 )

　 日本にＰ Ｃ カ ーテ ン ウォ ールが出現し た当初から 採用さ れている 方式です 。 [ 図⑪、 ⑫ ] のよ う にＰ

Ｃ 板の上部または下部のど ち ら かを ルーズ・ ホール等でスラ イ ド さ せて吸収し 、 パネルを 挙動さ せない

方式です。 比較的階高の低い用途の建物の横長のＰ Ｃ 版に適し ています。

[ 図⑧ ロッ キング方式におけるパネルの動き ]

[ 図⑨ ロッ キング方式における目地の動き ]

[ 図⑩ スウェ イ 方式の部材挙動 ] [ 図⑪ スラ イ ド 方式おけるパネルの動き ]

[ 図⑦ ロッ キング方式の部材挙動 ]

　 つまり カ ーテ ン ウォ ールは揺れに対し て、 し っ かり 対応でき ていますが、 看板が上下のサッ シ枠に金

具を 付けて取り 付けたため、 動き に対応でき ずに、 看板の金具が壊れ、 看板が暴れてガラ スを 破損さ せ、

落下し たと 考えら れます。 こ の場合は特殊金具での対応など、 設置方法を 検討すれば、 ク リ アでき ます。

④層間変位吸収方式の種類

・ ロ ッ キン グ方式

ロ ッ キン グ方式は、 層間変位を [ 図（ 7） ] のよ う にＰ Ｃ 板の回転に置き 換える 手法です。 高層ビ ル

や鉄骨造の建物に多く 採用さ れています。
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梁固定方式

　 こ のタ イ プ は、 フ ロ アーごと に動く ので、 Ｐ Ｃ を 跨いで看板を つけても 特に問題はないですが、 階を

跨いでの袖看板の取付は、 行わない方が良いです。

[ 図⑫ スラ イ ド 方式における目地の動き ]

[ 図⑬ 梁固定方式の部材挙動 ]

⑤構造を理解し て計画・ 設置

基本的に高所に設置する 壁面看板においては建物の構造を 理解し て 、 設計、 製作し 、 設置する こ と

が必須です。 地震は自然災害だが、 知識無き 設置は人災です。
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